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 “保健管理センター年報”第 35 号は、令和 2 年度の保健管理センターの活動を報告するものです。令

和 2 年、新型コロナウイルス感染症パンデミックにより私達の日常は大きく変わりました。感染拡大は

大学にも大きな影響を与え、保健管理センターの業務も例外ではありませんでした。 

4 月に実施している学生健康診断は、全国の緊急事態宣言と重なり、4・8・9 月と分散し、時間を拡大

して、健診項目は削減して実施しました。相談・診察業務においては、心の相談・診察では学生が登校で

きない期間が長期に渡った影響か、相談に訪れた時には状況が深刻化している事例もありました。身体の

相談・診察では、学生にとって最もよくある発熱・風邪症状が新型コロナウイルス感染症の主症状のため

保健管理センターでは対応できず、相談センターや近隣の医療機関を紹介しました。オンライン面談の導

入やホームページお問合せフォームの開設など新たな対応を行いましたが、現在も対応については模索

しています。健康教育・支援活動は感染状況から従来どうりの実施が非常に困難となり、一部は代替方法

を検討し大きく変更して実施しました。一方、啓発活動や感染対策では、例年以上に多くの活動を行いま

した。いずれも、本年報に詳細を記載しておりますのでご参照ください。 

今回、年報の構成を一部変更しました。部門報告として「精神健康部門」「健康相談部門」に分け記載

していましたが、本年報では「学生における相談・診察・保健業務」「教職員における相談・診察・保健

業務」に改め、学生・教職員別に報告している利用状況と対応させました。「事業報告」は、（1）健康

支援等活動・（2）啓発活動・（3）感染対策・（4）広報誌「保健管理センターだより」発行に細分化し

ました。令和 2 年度は、前述のとおり活発な啓発活動と多くの学内感染対策業務を行いました。本年報

とともに、ぜひ、鳥取大学ホームページ内の新型コロナウイルス感染症サイト・保健管理センターサイト

をご覧ください。 

さて、令和 3 年度、保健管理センターは創設 50 周年を迎えました。そこで、本年報及び来年度発行予

定の年報の 2 回にわたって「保健管理センター創設 50 周年によせて」の項を設けることとしました。本

年報では、カウンセラーとして勤務いただいている鳥取地区浦木恵子先生と米子地区宮田知子先生から、

浦木先生には令和 2 年度農学部ハラスメント講演会の内容を、宮田先生には学生への思いをご寄稿いた

だきました。先生方には、悩みを抱えた学生の現状とその対応について丁寧にまとめていただきましたの

で、是非、ご一読ください。 

令和 2 年度は、学生にとってはそれまで当たり前だった大学生活が目の前から消えてしまった 1 年、

教職員にとってはかつて経験したことがない業務に追われた 1 年でした。令和 3 年秋には感染が収束し

たかに見えましたが、令和 4 年、国内ではオミクロン株が猛威を奮い感染拡大は先が見えない状況が続

いています。しかし、どのような状況であっても、学生・教職員誰もが安心して健やかに学び働き、学生

が充実した Quality of college life を過ごすことができるよう、保健管理センタースタッフ一同尽力する

所存です。 

最後になりましたが、本誌をご一読いただき、鳥取大学保健管理センターのさらなる充実のために、ご

指導・ご鞭撻いただければ幸いです。 

令和 4 年 1 月 
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    Ⅰ 保健管理業務実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





１．学生数と職員数

（１）学生数の推移

表1．学部学生
/   年次  　 1年次（20)  　 2年次(19)   　3年次(18)   　4年次(17)  　 5年次(16)  6年次(15以前）

学部 学科・課程 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 合計

地域 地域 83 99 182 69 107 176 72 105 177 67 114 181 291 425 716

地域政策 15 2 17 15 2 17

地域教育 1 2 3 1 2 3

地域文化 7 1 8 7 1 8

地域環境 7 7 7 7

小 計 83 99 182 69 107 176 72 105 177 97 119 216 321 430 751

医 医 68 42 110 77 46 123 81 43 124 63 42 105 71 36 107 59 52 111 419 261 680

生命 15 27 42 23 23 46 19 20 39 13 30 43 70 100 170

保健　 17 105 122 15 110 125 24 111 135 12 93 105 68 419 487

小 計 100 174 274 115 179 294 124 174 298 88 165 253 71 36 107 59 52 111 557 780 1337

工 機械物理系 117 9 126 107 8 115 119 4 123 134 8 142 477 29 506

電気情報系 115 10 125 114 16 130 122 9 131 148 7 155 499 42 541

化学バイオ系 60 45 105 58 41 99 58 39 97 75 37 112 251 162 413

社会システム土木系 98 16 114 87 22 109 94 18 112 102 18 120 381 74 455

機械 2 2 2 2

知能情報 1 1 1 1

電気電子 4 4 4 4

物質 1 1 1 1

生物応用

土木
社会開発システム 3 3 3 3

応用数理 1 1 1 1

小 計 390 80 470 366 87 453 393 70 463 471 70 541 1620 307 1927

農 生命環境農 126 99 225 114 115 229 121 95 216 108 119 227 469 428 897

共同獣医 8 32 40 14 23 37 16 21 37 10 30 40 11 20 31 17 21 38 76 147 223

生物資源環境 18 5 23 18 5 23

獣医 1 1 1 1

小 計 134 131 265 128 138 266 137 116 253 136 154 290 11 20 31 17 22 39 563 581 1144

合 計 707 484 1191 678 511 1189 726 465 1191 792 508 1300 82 56 138 76 74 150 3061 2098 5159

表2．大学院学生
／ 年次  　 1年次（20)  　 2年次(19)   　3年次(18)

研究科 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 合計

持続性社会創生科学（修士） 198 55 253 223 55 278 421 110 531

地域学（修士） 1 1 1 1

医学系

　博士課程（医学） 22 10 32 14 8 22 28 7 35 48 19 67 112 44 156

　博士前期（臨床心理2年） 6 4 10 2 3 5 8 7 15

　博士前期（医科学2年） 16 20 36 16 20 36

　博士後期（医科学3年） 2 3 5 2 3 5

　博士前期（生命2年） 2 1 3 2 1 3

　博士後期（生命3年） 5 3 8 5 3 8

　博士前期（保健2年） 14 7 21 14 7 21

　博士後期（保健3年） 2 2 2 14 16 2 16 18

　博士前期（機能2年） 1 1 11 2 13 12 2 14

　博士後期（機能3年） 1 1 2 2 3 3

工学

　博士後期（3年） 18 2 20 15 1 16 18 3 21 51 6 57

連合農学（博士3年） 22 10 32 16 6 22 32 16 48 70 32 102

共同獣医学 2 3 5 5 2 7 7 5 12

合 計 287 107 394 303 88 391 87 43 130 48 19 67 725 257 982

表3．研究生・聴講生等
研究生

学部等 男 女 計 男 女 計 男 女 合計

地域学部 1 7 8 11 21 32 12 28 40

医学部

工学部 1 1 2 1 1 2 2 2 4

農学部 1 4 5 1 4 5

持続性社会創生科学研究科 4 1 5 1 1 4 2 6

地域学研究科

医学系研究科 5 5 1 1 6 6

工学研究科

農学研究科

附属教育研究施設等 1 1 1 1

合 計 7 14 21 13 28 41 20 42 62

＊過年度学生は本来の在学年次に含める。

令和2年5月1日現在の鳥取大学学生数は、6,203人（男3,806人、女2,397人）であった。（表1～3)

聴講生等

計

計

計

  　4年次(17以前)

1



 過去 5 年間の学生数の年次変化は、表４および図 1 に示す。図 2 の女子比率とは、

学生数に占める女子学生の割合である。 

表４．学生数の年次変化 

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和 2 年度 

男子学生数 ４，０２３ ３，９４５ ３，９１６ ３，８７５ ３，８０６ 

女子学生数 ２，３３３ ２，３６５ ２，３８１ ２，３９７ ２，３９７ 

合  計 ６，３５６ ６，３１０ ６，２９７ ６，２７２ ６，２０３ 

女子比率 ３６．７％ ３７．５％ ３７．８％ ３８．２％ ３８．６％ 

図１ 

図２ 
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（２）休学者数の推移

表5．学部学生
年次

 学部 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 合計

地域 1 1 1 5 3 7 4 11

医 3 5 2 4 2 1 2 1 8 12 20

工 2 17 1 19 1 20

農 1 3 1 5 4 1 1 10 6 16

合計 5 5 4 5 6 2 27 10 1 1 1 44 23 67

表6．大学院学生

＜修士・博士前期＞
年次 計

  研究科 男 女 男 女 男 女 男 女 合計

持続性社会創生科学研究科 3 1 3 6 1 7

　　　 地域学研究科

　　　医学系研究科 1 1 1

　　　工学研究科  

　　　農学研究科　 　

4 1 3 7 1 8

＜博士・博士後期＞

年次 計

  研究科 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 合計

      医学系研究科 1 2 2 4 21 20 24 26 50

     工学研究科  5 1 6 6

     連合農学研究科 1 2 1 3 1 5 3 8

1 1 4 8 4 25 21 35 29 64

表７．　休学者年次推移

合計

合計

4年次(17) 5年次(16)以前

1年次(20） 2年次(19) 3年次(18）以前

1年次(20） 2年次(19) 3年次(18）

令和2年5月1日現在の鳥取大学休学者については、学部67人(男44人、女23人)、大学院72人(男42人、
女30人）であった(表5、表6)。過去5年間の休学者数の推移を表７に示す。

1年次(20） 2年次(19) 3年次(18） 4年次(17) 5年次(16) 6年次(15） 計

0

20

40

60

80

100

120
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（３）職員数

表８.令和２年度鳥取大学役職員数 令和2年5月1日

区  分 学長 理事 監事 副学長 学長顧問 教授 准教授 講師 助教 助手 教諭 小計 事務職員技術職員等 小計 計

事務局 1 5 2 1 1 10 139 16 155 165

併任(5) 併任(5)

兼任(5)  兼任(5)

技術部 58 58 58

保健管理センター 1 1 2 2 2 4

附属図書館 11 11 11

附属学校部 4 1 5 5

　附属小学校 19 19 19

　附属中学校 23 23 23

　附属特別支援学校 29 29 29

　附属幼稚園 6 6 6

地域学部 23 25 8 56 9 9 65

　附属芸術文化センター 1 1 1

　附属子どもの発達・学習研究センター 1 1 1

医学部 60 39 32 90 221 130 23 153 374

　附属病院 9 9 34 110 162 13 1141 1154 1316

大学院医学系研究科 3 1 1 5 5

大学院工学研究科 1 1 2 2

工学部 52 37 5 29 123 16 16 139

　附属ｸﾞﾘｰﾝ･ｻｽﾃｨﾅﾌﾞﾙ･ｹﾐｽﾄﾘｰ研究センター 1 1 1

農学部 39 29 11 6 85 16 16 101

　附属ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｲｴﾝｽｾﾝﾀｰ 2 1 3 3

 　附属菌類きのこ遺伝資源研究ｾﾝﾀｰ 3 1 1 5 5

 　附属鳥由来人獣共通感染症疫学研究ｾﾝﾀｰ

 　附属動物医療ｾﾝﾀｰ 1 2 3 3

大学院連合農学研究科 1 1 1

乾燥地研究センター 6 4 1 7 18 5 5 23

国際乾燥地研究機構 2 4 2 8 2 2 10

教育支援・国際交流推進機構 7 21 3 31 31

研究推進機構 3 5 5 13 13

地域価値創造研究教育機構 1 3 1 5 1 1 6

総合ﾒﾃﾞｨｱ基盤センター 1 2 1 4 4

染色体工学研究ｾﾝﾀｰ 1 1 2 2

合  計 1 5 2
併任(5)
兼任(5)

215 184 94 260 77 838 347 1241 1,588 2,426

令和2年5月1日現在の役職員総数は２，４２６人で、鳥取地区役職員は７０５人、米子地区役職員
（医学部）は１，７２１人であった。(表８)
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２　業務概要

1．年間業務

  令和2年度保健管理センター業務実施状況を表1に示す。

表１．令和2年度保健管理センター業務実施状況

月 日 事　　　業 対　象　者 内　　　　　　　容

4 学生定期健康診断 2年次以上学部学生・ 健康診断票記入，身体計測， 血圧測定，診察

9～17    (鳥取地区) 大学院生・研究生 胸部Ｘ線撮影(対象の人のみ）

16,17   （米子地区） 尿検査

18～ 健康診断二次検査 要再検査者（診察） 問診・診察・指導・病院紹介

20～30 新入生健康診断票回収 新入生 健康診断票の回収

22～7/10 抗体価検査・ワクチン接種 医学部保健学科1年生 麻疹・風疹・ムンプス・水痘・B型肝炎抗原抗体検査結果

証明書回収 およびワクチン接種証明書の回収および指導

5 電離放射線健康診断 学生 被曝量・自覚症状チェック，血液検査，皮膚症状等診察

20,21 （鳥取地区) および健診省略者，要再検者,放射線業務可否の判定

 (米子地区）

8～ 健康診断二次検査 要再検査者(胸部Ｘ線） 胸部Ｘ線撮影における要精密検査対象者の病院紹介

18 健康診断証明書発行開始 学生（健診受診者） Webにて令和2年度4月の健康診断の結果開示

27,31 電離放射線健康診断二次検査 要再検査者 診察，病院紹介

26 採血実習介助 医学部医学科4年生 介助

27,31 T-SPOT検査 外国人留学生 問診票記入，採血

6 18 保健管理センター運営委員会 運営委員 保健管理センター運営について報告・協議

18 電離放射線健康診断二次検査 要再検査者 診察，病院紹介

25 講演会 工学部学生 講演「こころと身体のセルフケア」

7 5 中国・四国地区国立大学法人等職員 受験者 救護

採用試験救護

8,9,15,16 T-SPOT検査 医学部保健学科1年生 問診票記入，採血

10,29,30 T-SPOT検査 医学部1年生 問診票記入，採血

オープンキャンパス救護 来学者 救護

8 13 入学時健康診断   新入生 健康診断票記入，

  （米子地区） 身体計測，血圧測定，問診，胸部Ｘ線撮影

尿検査

13,24 学生定期健康診断 2年次以上学部学生・ 健康診断票記入，身体計測， 血圧測定，診察

  （米子地区） 大学院生・研究生 胸部Ｘ線撮影(対象の人のみ）

尿検査

20 持続性社会創生科学研究科入試救護 受験生 救護

大学院入試救護 医学部地区 救護

26～28 第50回中国・四国大学 中国・四国大学保健管理 香川大学，幹事会・総会・一般研究発表・特別講演・ 

保健管理研究集会 施設教職員 教育講演・看護分科会等

9 1～3 入学時健康診断  新入生 健康診断票記入，

 　(鳥取地区) 身体計測，血圧測定，問診，胸部Ｘ線撮影

尿検査

4,7～11 学生定期健康診断 2年次以上学部学生・ 健康診断票記入，身体計測， 血圧測定，診察

   (鳥取地区) 大学院生・研究生 胸部Ｘ線撮影(対象の人のみ）

尿検査

12 編入学入試救護 医学部受験生 救護

16～ 健康診断二次検査 要再検査者(胸部Ｘ線） 胸部Ｘ線撮影における要精密検査対象者の病院紹介

18 保健管理センター運営委員会 運営委員 保健管理センター運営について報告・協議

AO入試 受験生 救護

抗体価検査・ワクチン接種 医学部保健学科1年生 麻疹・風疹・ムンプス・水痘・B型肝炎抗原抗体検査結果

証明書回収 およびワクチン接種証明書の回収および指導

健康診断問診票ほか 学生、教職員 学生健康診断票、健康相談管理記録

各種提出書類の整理 抗体検査結果など各種提出書類整理
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10 1 健康診断証明書発行開始 学生（健診受診者） Webにて令和2年度8～9月の健康診断の結果開示

5 禁煙のススメ月間 学生、教職員 禁煙相談

アルコールパッチテスト週間 学生 アルコールパッチテスト週間を設け、メールで啓発

アルコール健康障害の啓発 学生 アルコールパッチテスト・体質別指導

（年度末まで継続）

グループワークトレーニング 学生 ソーシャルスキルトレーニング

電離放射線健康診断 学生 被曝量・自覚症状チェック，血液検査，皮膚症状等診察

13 （鳥取地区) および健診省略者，要再検者,放射線業務可否の判定

国立大学法人等保健管理施設 保健管理施設の所長・教員 　　大学,総会・事業報告・事業計画等

協議会総会

14 健康診断二次検査 要再検査者(尿検査） 尿検査・問診・指導・診察・病院紹介

15,16 T-SPOT検査 医学部1年生 問診票記入，採血

17,18 総合型選抜第二次選考救護 受験生 救護

23～30 特殊健康診断 学生（有機溶剤使用） 問診票回収、スクリーニング

11 オープンキャンパス米子地区 来学者 救護

グループワークトレーニング 学生 ソーシャルスキルトレーニング

2 健康診断二次検査 要再検査者(血圧） 血圧測定・問診・指導・診察・病院紹介

T-SPOT再検査 医学部学生 問診票記入，採血

18 次亜塩素酸水配布開始 各部局 週1回配布

21 学校推薦型選抜Ⅱ救護 受験生 救護

25,26 第58回全国大学保健管理 全国大学保健管理施設 京都大学，総会・研究発表・基調講演・ シンポジウム等

27 研究集会 教職員

12 3,4 留学生健康診断 外国人留学生 問診票記入，身体計測，血圧測定，尿検査，診察

胸部Ｘ線撮影，T-SPOT検査

4 保健管理センター運営委員会 運営委員 保健管理センター運営について報告・協議

5 学校推薦型選抜Ⅱ・特別選抜救護 受験生 救護

インフルエンザ・ノロウイルス等 学生・教職員 HP、掲示等で、インフルエンザ、ノロウイルス等の注意喚起

の予防教育 （流行状況に応じて、その後も継続）

10 持続性社会創生科学研究科入試救護 受験生 救護

健康診断二次検査 要再検査者 身長・体重・体脂肪等測定，血圧測定，骨量測定，診察

（BMI17以下） 呼気CO濃度測定，食生活指導，カウンセリング等

25 T-SPOT二次検査（鳥取地区） 要再検査者、判定保留者 問診・診察，医療機関紹介

グループワークトレーニング 学生 ソーシャルスキルトレーニング

次年度健康診断計画 学生 次年度新入生及び定期健康診断実施についての計画

1 5,12,18,19,25 留学生健康診断二次検査 外国人留学生 T-SPOT検査・胸部Ｘ線撮影における要精密検査対象者の

(要精密検査対象者) 病院紹介等およびその他項目の再検査

16,17 大学入学共通テスト救護 受験生 救護

グループワークトレーニング 学生 ソーシャルスキルトレーニング

30,31 大学入学共通テスト追試救護 受験生 救護

2 5,6 学校推薦型選抜Ⅱ・特別選抜救護 受験生 救護

8,9,10 健康診断二次検査 要再検査者 身長・体重・体脂肪等測定，骨量測定，呼気CO濃度測定，診察

（BMI27以上） 食生活指導，カウンセリング等

グループワークトレーニング 学生 ソーシャルスキルトレーニング

25,26 一般入試前期日程試験及び 受験生 救護

外国人留学生選抜

少量危険物屋内貯蔵所A・B棟設置・ 部局 各部局配布用の消毒用アルコール貯蔵所

消毒用アルコール貯蔵開始

「センターだより」発行 学生・教職員・全国大学 保健関係の資料・健康に関する情報提供等

3 全国大学保健管理協会 中国・四国大学保健管理 地方部会の事業報告，事業計画，  

4～10 獣医師免許申請時の健康診断 獣医師国家試験合格者 診察，獣医師免許申請に要する健康診断書発行

10 健康測定 大学院生・学部4年次 体脂肪等測定

11～16 保健管理センター運営委員会(持ち回り) 運営委員 保健管理センター運営について報告・協議

中国・四国地方部会 所長会議 センター所長 平成31年度保健管理研究集会等の協議

12 一般入試後期日程試験救護 受験者 救護

保健管理センター報告書発行 保健関係機関 センターの紹介・利用状況・研究報告等

17 骨量測定 教職員 超音波踵骨測定装置を使用した骨量測定、生活指導等

22 一般入試（追試験）救護 医学部受験生 救護

15,16,18,21
～25
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３．健康診断
 （1）学生の定期健康診断 （注　非正規学生は除く。）

＜鳥取地区＞

表1.健康診断受診率（令和２年度）
学部・大学院 地域 医 工 農 農

学科 生・保 生物･生命 共獣 持続〈地） 持続〈工） 持続(農･国) 工（博） 連大・共獣 合計
対象者数 751 164 1927 897 223 20 388 123 57 114 4,664
受診者数 565 160 1152 634 161 9 317 103 15 50 3,166
受診率（%） 75.2 97.6 59.8 70.7 72.2 45.0 81.7 83.7 26.3 43.9 67.9

項目別受診率
表2.X線検査受診結果(令和２年度）
学部・大学院 地域 医 工 農 農

学科 生・保 生物･生命 共獣 持続〈地） 持続〈工） 持続(農･国) 工（博） 連大・共獣 合計
対象者数 398 164 1011 452 149 20 388 123 57 114 2,876
受診者数 332 160 793 393 136 9 317 103 15 50 2,308
受診率（%） 83.4 97.6 78.4 86.9 91.3 45.0 81.7 83.7 26.3 43.9 80.3
注）上記に加えて、学部2･3年生の中で、今年度中に実習や海外渡航に行く予定の学生（365人）も胸部Ｘ線を実施した。

表3.尿検査受診結果(令和２年度）
学部・大学院 地域 医 工 農 農

学科 生・保 生物･生命 共獣 持続〈地） 持続〈工） 持続(農･国) 工（博） 連大・共獣 合計
対象者数 751 164 1927 897 223 20 388 123 57 114 4,664
受診者数 546 154 1140 617 158 9 317 101 14 50 3,106
受診率（%） 72.7 93.9 59.2 68.8 70.9 45.0 81.7 82.1 24.6 43.9 66.6

表4.血圧測定受診結果（令和２年度）
学部・大学院 地域 医 工 農 農

学科 生・保 生物･生命 共獣 持続〈地） 持続〈工） 持続(農･国) 工（博） 連大・共獣 合計
対象者数 751 164 1927 897 223 20 388 123 57 114 4,664
受診者数 292 160 847 477 62 3 141 45 4 13 2,044
受診率（%） 38.9 97.6 44.0 53.2 27.8 15.0 36.3 36.6 7.0 11.4 43.8

表5.BMI受診結果（令和２年度）
学部・大学院 地域 医 工 農 農

学科 生・保 生物･生命 共獣 持続〈地） 持続〈工） 持続(農･国) 工（博） 連大・共獣 合計
対象者数 751 164 1927 897 223 20 388 123 57 114 4,664
受診者数 292 160 847 477 62 3 141 45 4 13 2,044
受診率（%） 38.9 97.6 44.0 53.2 27.8 15.0 36.3 36.6 7.0 11.4 43.8

大学院（修士） 大学院（博士）

大学院（修士） 大学院（博士）

大学院（修士） 大学院（博士）

大学院（修士） 大学院（博士）

大学院（修士） 大学院（博士）
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＜米子地区＞

表6.  健康診断受診率(令和２年度）

学部・大学院

学科 生命・保健 医 医科学（修） 生命（修） 機能（修） 保健（修） 臨心（修） 医学（博） 医科学（博） 生命（博） 機能（博） 保健（博） 合計

対象者数 493 680 36 3 14 21 15 156 5 8 3 18 1,452

受診者数 393 286 13 3 10 8 9 4 1 3 1 6 737

受診率 79.7% 42.1% 36.1% 100.0% 71.4% 38.1% 60.0% 2.6% 20.0% 37.5% 33.3% 33.3% 50.8%

項目別受診率

表7.  X線検査受診結果(令和２年度）

学部・大学院

学科 生命・保健 医 医科学（修） 生命（修） 機能（修） 保健（修） 臨心（修） 医学（博） 医科学（博） 生命（博） 機能（博） 保健（博） 合計

対象者数 493 680 36 3 14 21 15 156 5 8 3 18 1,452

受診者数 393 286 13 3 10 8 9 4 1 3 1 6 737

受診率 79.7% 42.1% 36.1% 100.0% 71.4% 38.1% 60.0% 2.6% 20.0% 37.5% 33.3% 33.3% 50.8%

表8.  尿検査受診結果(令和２年度）

学部・大学院

学科 生命・保健 医 医科学（修） 生命（修） 機能（修） 保健（修） 臨心（修） 医学（博） 医科学（博） 生命（博） 機能（博） 保健（博） 合計

対象者数 493 680 36 3 14 21 15 156 5 8 3 18 1,452

受診者数 358 276 13 2 9 8 10 4 1 3 6 690

受診率 72.6% 40.6% 36.1% 66.7% 64.3% 38.1% 66.7% 2.6% 20.0% 37.5% 33.3% 47.5%

表9.  血圧測定受診結果(令和２年度）

学部・大学院

学科 生命・保健 医 医科学（修） 生命（修） 機能（修） 保健（修） 臨心（修） 医学（博） 医科学（博） 生命（博） 機能（博） 保健（博） 合計

対象者数 493 680 36 3 14 21 15 156 5 8 3 18 1,452

受診者数 313 202 9 2 4 4 2 3 1 6 546

受診率 63.5% 29.7% 25.0% 66.7% 28.6% 19.0% 13.3% 37.5% 33.3% 33.3% 37.6%

学部

大学院

大学院

大学院

大学院

学部

学部

学部
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表10　令和２年度健康診断二次健診受診率(鳥取地区） 令和3年3月31日現在

<鳥取地区> （注　一次健診受診者数は非正規学生を含む。）

令和2年5月～令和3年3月に実施

健診項目 一次健診 呼出した検査数値 二次健診 要精査率(%） 二次健診 二次健診

受診者数 所見・症状など 対象者数(人) 受診者数(人) 受診率(%)

胸部レントゲン異常 2698 要精密検査 3 0.1% 3 100.0%

問診票スクリーニング

（４月受診者と新入生）

診察 2044

（９月受診者）

血圧・脈拍（９月受診者） 2044
血圧 140/90以上
脈拍 110以上

300 14.7% 193 64.3%

尿検査 3131 糖　+-以上 11 0.4% 1 9.1%

蛋白　1+以上 54 1.7% 7 13.0%

潜血　1+以上 75 2.4% 16 21.3%

計(延べ） 140 4.5% 24 17.1%

BMI（９月受診者） 2044 27以上 72 3.5% 22 30.6%

4117 17以下 148 3.6% 75 50.7%

※追記

４月受診者 1147 302 26.3%

＜米子地区＞

令和2年5月27日～令和2年12月22日実施

健診項目 一次健診 呼出した検査数値 二次健診 要精査率(%） 二次健診 二次健診

受診者数 所見・症状など 対象者数 受診者数 受診率(%)

胸部レントゲン異常 737 要精密検査 3 0.41% 3 100.0%

診察（問診のみ） 737 所見あり 79 10.72% 26 32.9%

血圧・脈拍 546 140/90以上・110以上 30 5.5% 15 50.0%

尿検査 690 糖　+-以上 0 0

潜血　+-以上 15 7

蛋白　1+以上 5 1

計 20 2.9% 8 40.0%

BMI 実施せず 27以上 　 　 　 　

17以下 　 　 　 　

健康診断証明書発行のため
身長体重・血圧測定等を追加で実施

所見あり 71 3.5% 49 69.0%

85.2%所見あり2070 27 1.3% 23
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（2）学生特殊健康診断 

 

有機溶剤又は特定化学物質を扱う研究室（作業環境測定を実施している研究室）に所属す

る学生を対象に、特殊健康診断調査票でスクリーニングを行い、自覚症状のある学生に対し

て、取扱物質の使用を始めてからその物質を原因とした症状である可能性が高い場合、診

察・医療機関の紹介等を行っている。 

 

令和 2 年度特殊健康診断調査票の提出 65 人 

自覚症状あり 2 人(3.1％)  

自覚症状なし 63 人（96.9％） 

 

 

調査票の質問項目の集計〔作業環境等の状況について〕 

１．取り扱っている物質の成分と有害性について 

  充分に認知している（96.9％） 

  認知が不十分である（3.1％） 

２．密閉設備または局所排気装置について 

  適切に使用している（100％） 

  適切に使用できていない（0％） 

３．保護具（呼吸用保護具、保護メガネ、ゴム手袋等）の着用について 

  適切に着用している（93.8％） 

  適切に着用できていない（6.2％） 

４．作業中での危険性の有無について（安全面・健康面） 

  作業中に安全面・健康面で危険を感じたことはない（100％） 

  作業中に安全面・健康面で危険を感じたことはある（0％） 
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（3）留学生特別健康診断 

  

 近年の外国人留学生増加とそれに伴う感染症の予防対策の観点から、春の定期健康診断

に加えて、秋に外国人留学生健康診断を実施している。また、平成 26 年から結核検査（T-

SPOT 検査）を年 2 回実施している。 

 

令和 2 年度留学生特別健康診断 

T-SPOT 検査  令和 2 年  5 月 27・31 日  受検者 10 人(うち病院紹介 0 人) 

             12 月 3・4 日     受検者 22 人(うち病院紹介 5 人) 

 

留学生健康診断 令和 2 年 12 月 3・4 日     受診者 33 人 

 

有所見者率（延）は、T-SPOT 検査 15.6％、胸部 X 線検査 9.1%、血圧 9.1%、尿検査 12.1 

%であり、対象者に再検査や病院紹介を行った。 

 

 

（4）電離放射線健康診断 

 

放射線に関わる業務を行う学生を対象に、新規登録された場合は、問診票による調査・評

価と電離放射線健康診断（血液、皮膚等の検査）を実施している。 

 また、登録継続の場合、前年 1 年間の実行線量が 5 mSv を超えず、かつ当該年度の予想

される実行線量も 5 mSv を超えるおそれのない者については、問診票による調査・評価を

行い、医師が必要と認めた場合を除き血液、皮膚等の検査は省略している。 

 

令和 2 年度電離放射線健康診断 

鳥取地区 

令和 2 年 5 月 20・21 日 新規登録者 26 人に血液、皮膚等の検査を実施。 

（うち 2 人に病院紹介等を実施。） 

継続登録者 1 人に皮膚等の診察を実施。 

   令和 2 年 10 月 13 日   新規登録者 15 人に血液、皮膚等の検査を実施。 

                継続登録者 1 人に血液、皮膚等の診察を実施 

 

米子地区 

令和 2 年 4 月 14 日   新規登録者 2 人に血液、皮膚等の検査を実施。 
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（5）特別健康診断（結核診断検査） 

 

医学部医学科・保健学科学生を対象に、T-SPOT 検査を実施している。実習（研究）にお

いて患者等との接触により感染の可能性が高いという理由から、結核の感染を事前にチェ

ックし、二次感染を防ぐことを目的としている。 

 

令和２年度 

対象者 実施日 人数 再検査等について 

① 医学科１年生  7月 10日（金） 26  

計 105名 7月 29日（金） 29 陽性者１名病院紹介受診。再検 

  7月 30日（月） 32 も判定不可能１名病院紹介受

診 

② 大学院１年生、及び

編入生 

7月 20日（月） 
14  

③ ①及び②の未受健者 ７月 27日（月） 28 
 

9月  8日（水） 1 

④ 保健学科１年生  7月 8日（水） 30 判定不可能 1名病院紹介受診 

計 120名 9日（木） 29  

  7 月 15日（水） 31  

  16日（木） 30  
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  ４．健康相談等の利用状況 

  （１）学生・職員の健康相談等 

 

図１ 鳥取地区健康相談及び健康診断件数推移（平成 23 年度～令和 2 年度） 

 

 

図２ 米子地区健康相談及び健康診断件数推移（平成 23 年度～令和 2 年度） 
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令和２年度　健康相談等集計表（鳥取地区学生）

区分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 全体

消化器 2 4 1 1 3 2 1 8 3 25

呼吸器 2 1 2 2 1 208 216

循環器 4 1 5 3 4 2 1 3 23

代謝内分泌 4 1 1 13 1 1 1 1 2 25

精神相談 25 31 49 67 50 43 73 65 67 62 62 74 668

外科 1 1 2

整形外科 2 2 1 1 1 7

皮膚科 2 2 5 4 3 1 1 1 19

耳鼻科 19 2 2 4 1 1 29

眼科 1 1

婦人科 1 1 1 3 2 9 1 1 1 20

神経系疾患 5 2 1 2 2 1 1 1 1 16

その他 1 4 31 36

健康診断書 10 25 14 17 7 1 3 1 1 79

保健業務 1,078 304 356 405 338 207 308 354 371 90 319 100 4,230

計 1,114 377 450 500 410 268 425 430 445 167 600 210 5,396

一次 1,147 2,044 3,191

二次 84 79 26 41 70 168 169 94 8 39 778

留学生 33 3 1 37

T-SPOT検査 10 120 22 5 157

放射線従事者 54 26 1 1 94 176

有機溶剤使用者 47 22 2 71

計 1,201 120 80 147 41 2,114 309 191 151 16 40 0 4,410

2,315 497 530 647 451 2,382 734 621 596 183 640 210 9,806

急患対応 3 1 4 2 2 1 1 14

相談予約 12 14 17 14 13 18 41 14 11 10 10 7 181

保健指導 970 226 254 303 251 139 216 298 325 48 257 57 3,344

病院紹介 12 14 11 10 7 6 13 11 10 12 8 8 122

休養室利用 1 2 4 3 4 5 5 3 3 1 2 33
予防接種・抗体価検査に
関すること 51 27 39 33 7 25 12 12 11 8 14 239

救急バッグなど貸出 2 3 2 1 8

その他 30 21 25 41 50 18 19 12 10 9 28 26 289

計 1,078 304 356 405 338 207 308 354 371 90 319 100 4,230

血圧 1,147 79 56 26 45 2,100 30 170 117 7 29 2 3,808

尿 1,149 3 2 1 3 1,887 110 2 34 1 3 6 3,201

血液 26 120 16 22 184

計測 4 79 56 28 41 56 34 5 114 5 27 2 451

パッチテスト 54 16 70

骨量 75 22 97

X線撮影 1,147 1,551 32 2,730

心理検査 1 1 1 3

その他 1,170 210 142 232 125 2,167 160 246 191 68 309 110 5,130

計 4,617 397 257 407 214 7,762 350 423 639 81 407 120 15,674

与薬 3 6 8 4 2 5 5 2 7 3 45

注射 0

処置 6 1 10 4 6 6 4 4 7 2 1 51

診断書・紹介状 2 2 3 1 6 6 4 3 8 2 31 68

その他 16 14 11 5 5 4 1 7 63

計 6 6 34 29 22 14 20 18 16 18 12 32 227

自動発行機発行枚数 58 80 52 50 57 82 32 28 1 440

センター発行枚数 41 45 27 29 13 2 3 1 26 64 308 559

計 41 103 107 81 63 59 85 33 28 26 65 308 999

治療

健康診断書

健康相談

定期健康診断

臨時健診

合計

保健業務

検査
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令和２年度　健康相談等集計表（鳥取地区職員）

区分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 全体

消化器 1 1 2

呼吸器 0

循環器 1 2 3

代謝内分泌 1 1 2

精神相談 1 2 2 1 6

外科 1 1 1 3

整形外科 1 1 2 1 5

皮膚科 1 1 1 3

耳鼻科 1 1 2

眼科 1 1 2

婦人科 0

神経系疾患 0

その他 14 15 18 25 22 21 19 12 20 26 20 34 246

保健業務 8 11 20 21 4 10 13 15 12 10 3 1 128

24 28 43 50 26 35 32 28 34 40 25 37 402

急患対応 1 2 3

相談予約 2 1 3

保健指導 7 4 7 9 3 5 10 7 10 4 1 67

病院紹介 2 2

休養室利用 1 2 7 1 1 1 3 3 2 1 22

救急バッグなど貸出 3 2 11 4 5 3 28

その他 3 3

計 8 11 20 21 4 10 13 15 12 10 3 1 128

血圧 1 3 3 1 8

計測 0

パッチテスト 0

骨量 8 8

その他 3 19 25 39 22 26 24 16 25 30 22 36 287

計 3 19 26 39 25 26 27 16 25 31 22 44 303

与薬 1 1 1 2 2 1 1 1 10

注射 0

処置 1 1 2 1 3 2 10

診断書・紹介状 1 1 2 4

その他 3 2 2 1 8

計 6 1 4 7 0 3 2 4 1 3 0 1 32

 

治療

健康相談

合計

保健業務

検査
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　令和２年度健康相談等集計表（米子地区学生）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 全体

消化器 2 3 4 1 10

呼吸器 1 1 2

循環器 2 1 2 5

代謝内分泌 0

精神相談 15 24 31 13 16 27 25 32 23 25 20 24 275

外科 0

整形外科 1 1 1 2 1 1 1 1 1 10

皮膚科 1 5 3 1 2 2 1 15

耳鼻科 1 1 1 1 1 1 6

眼科 0

婦人科 2 1 3

神経系疾患 1 2 2 5

その他 1 4 2 1 1 9

健康診断書 3 1 10 13 9 5 5 3 1 3 1 5 59

保健業務 83 72 88 79 40 60 89 84 57 82 80 68 882

計 103 100 142 117 69 95 131 126 83 113 102 100 1,281

一次 235 490 725

二次 2 1 3 7 3 14 14 11 1 1 57

留学生 0

T-SPOT検査 129 1 130

放射線従事者 0

有機溶剤使用者 0

計 235 2 1 132 497 3 15 14 11 1 0 1 912

338 102 143 249 566 98 146 140 94 114 102 101 2,193

急患対応 2 1 1 4

相談予約 18 28 28 13 14 24 23 31 24 24 19 16 262

保健指導 14 4 12 9 6 14 25 19 11 7 4 7 132

病院紹介 4 6 7 4 3 3 8 5 3 4 1 2 50

休養室利用 3 1 3 2 9 8 4 1 2 33

予防接種・抗体価検査に関すること 15 5 6 28 3 3 8 7 7 27 30 25 164

救急バッグなど貸出 2 2 1 1 4 7 17

その他 30 29 32 20 11 14 14 12 12 12 18 16 220

計 83 72 88 79 40 60 89 84 57 82 80 68 882

血圧 2 2 28 18 503 6 18 12 4 6 1 1 601

尿 235 1 4 10 4 16 3 7 1 281

血液 129 1 1 131

計測 1 4 34 15 15 13 24 23 6 38 29 29 231

パッチテスト 2 2

骨量 0

X線撮影 235 490 725

心理検査 2 1 2 1 2 8

その他 3 1 2 3 2 11

計 473 8 69 167 1,020 25 62 39 20 47 30 30 1,990

与薬 1 2 3 5 1 8 5 1 1 2 29

注射 0

処置 1 5 3 1 3 3 1 1 1 19

診断書・紹介状 2 1 3 4 4 2 1 17

その他 0

計 1 5 9 8 5 4 15 10 2 1 1 4 65

自動発行機発行枚数 4 37 11 9 5 3 9 5 1 6 90

センター発行枚数 3 1 14 30 12 8 7 2 1 4 1 4 87

計 7 1 51 41 21 13 10 11 6 5 1 10 177

検査

治療

健康診断書

区分

健康相談

定期健康診断

臨時健診

合計

保健業務
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　令和２年度健康相談等集計表（米子地区職員）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 全体

消化器 1 1

呼吸器 1 1 2

循環器 0

代謝内分泌 0

精神相談 0

外科 0

整形外科 1 1 2

皮膚科 0

耳鼻科 2 2

眼科 0

婦人科 0

神経系疾患 0

その他 0

保健業務 2 7 7 12 2 3 12 10 14 11 6 5 91

2 7 8 15 3 3 12 11 15 11 6 5 98

急患対応 1 1

相談予約 0

保健指導 2 2 5 1 3 5 4 2 24

病院紹介 1 1 1 3

休養室利用 6 5 8 19

救急バッグなど貸出 2 1 2 5

その他 2 4 2 6 2 3 6 3 2 4 2 3 39

計 2 7 7 12 2 3 12 10 14 11 6 5 91

血圧 3 2 2 1 8

計測 1 2 1 2 6 4 3 19

パッチテスト 0

骨量 0

その他 1 1

計 1 3 2 5 0 0 0 1 2 7 4 3 28

与薬 1 2 1 1 5

注射 1 1

処置 0

診断書・紹介状 0

その他 0

計 0 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 6

治療

区分

健康相談

合計

保健業務

検査
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（２）学生教育研究災害傷害保険及び学研災付帯賠償責任保険の適用状況 

令和２年度 学生教育研究災害傷害保険を適用した事故発生件数 

発生区分 
治療日数（件） 

計 
入院治療

（件） 
備考 

0~9 日 10~19 日 20~29 日 30 日以上 

正課中 5 0 0 1 6 0  

学校行事中 0 0 0 0 0 0  

通学中･学校施設内 0 0 0 0 0 0  

課外活動中 0 0 0 5 5 3  

  5 0 0 6 11 3  

 

１．支払い保険金の内訳 

＊ 医療保険金                      11 件 

＊ 接触感染予防保険金                 0 件 

＊ 後遺障害保険金                  0 件 

２．死亡事故                         0 件 

３．学研災付帯賠償責任保険                              1 件 

 

令和２年度 学生教育研究災害傷害保険金及び学研災付帯賠償責任保険金支払い状況 

発生区分 活動形態 保険金支払事例 支払金額(円) 

正課中 医療実習 頸椎椎間関節捻挫 5,000 

〃 体育実習 右第一足趾爪下血腫 3,000 

〃 体育実習 右示指中関節骨骨折 6,000 

〃 体育実習 左第 2・3 指 PIP 関節剥離骨折 6,000 

〃 その他 左掌熱傷 3,000 

〃 その他 右上腕挫創・右顔面打撲・右手打撲 3,000 

課外活動 ソフトテニス 右側足関節骨骨折 50,000 

〃 フットサル 右足アキレス腱断裂 58,000 

〃 バスケットボール 左大腿骨外踝軟骨損傷 90,000 

〃 バスケットボール 右上腕骨遠位端骨折・右肘関節内骨折 208,000 

〃 バトミントン 左足関節靭帯損傷 50,000 

正課中(学研賠) 教育実習 教育実習中 HDMI破損 1,630 

計 12 件  528,630 

                        

１．令和 2 年度の保険請求件数は、学研災・学研賠合せて 12 件で令和元年度より 19 件少なかった。 

   ＊  正課中                           6 件 

＊  学校行事中                       0 件 

＊  通学中・学校施設内              0 件 

＊  課外活動中                       6 件 

※令和 2 年度は、新型コロナウイルス感染症の影響でオンデマンド方式による遠隔授業・学校行事等

の制限・部活動の自粛要請があったことから事故件数の減少がみられた。 

２．近年、学研賠が適応となる事例が増えているが、学研賠に加入しておらず請求できない事例もある。 

３．学研災は全員加入だが、加入状況を把握していない学生や過年度により保険加入期間を過ぎた（未

加入状態）学生がいる。 
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5．学生における相談・診察・保健業務 

 

精神および身体その他の相談・診察と保健業務（令和 2 年度） 

 

三島香津子 

 

 

はじめに 

保健管理センターでは、心身の様々な悩みや

症状を抱えた学生への相談・診察をおこなって

いる。しかし、令和 2 年度（R2）は新型コロナ

ウイルス感染症の感染が拡大し影響は相談・診

察にも及んだ。そこで今回、医師・カウンセラ

ーが行う精神および身体その他の相談・診察と

看護職が対応する相談等保健業務について、令

和元年度（R1）との比較を行い報告する。 

 

 医師・カウンセラー担当 

【精神相談・診察】 

精神相談・診察はカウンセラー及び医師が担

当している。R2 の相談・診察体制は、カウンセ

ラー（臨床心理士・公認心理師）は、鳥取地区

非常勤 2 名（合計週 4 回、総勤務時間 24 時間）・

米子地区非常勤 1 名（週 2 回、勤務時間 1 回 6

時間）が勤務しカウンセリングを行っている。

医師は、保健管理センター教員 2 名・米子地区

学校医 2 名が随時相談・診察に対応し、精神科

学校医が、鳥取地区は 1 回 3 時間、米子地区は

1 回 1 時間、両地区とも月 3 回相談・診察を行

っている。精神科学校医は鳥取地区では東部医

療機関から、米子地区では医学部から、それぞ

れ派遣いただいている。 

鳥取地区・米子地区の月別件数推移を、表 1・

図 1，表 2・図 2 に示す。R2 の年間総件数は、

鳥取地区 668件・米子地区 275件で、R1の 1096

件・259 件に対し 61％・106%であった。R1 と

比較し、鳥取地区では 3 月 103%に増えていた

が、他の月は減っていた。米子地区では件数が

増えた月が 7カ月あり、9月は 203％を示した。

R1 と比べ 50%以上減少した月は、鳥取地区は

4・5・6 月の 3 か月に対し、米子地区では 7 月

のみで、他の減少月の減少率は 7%~13%であっ

た。鳥取地区では学生の入講制限やオンライン

講義等により前期地元に帰省していた学生が、

米子地区では実習の実施や厳密な県外移動の制

限等により米子に留まる学生が、それぞれ多か

った可能性があり、件数に影響したと推測され

る。一方、鳥取地区でも前期に比べ後期は件数

が増加し、カウンセラーが対応した R2 の実相

談人数は R1 と同等であった（データ非公表）。

相談・診察が必要な学生をいかに早期に相談・

診察に結びつけるかを、今後検討してく必要が

あると考えている。 

表 1 精神相談・診察月別推移（鳥取地区） 

 

 

図１ 精神相談・診察月別推移（鳥取地区） 

前期 4月 5月 6月 7月 8月 9月

R2 25 31 49 67 50 43

R1 80 106 113 114 82 72

R2/R1 31% 29% 43% 59% 61% 60%

後期 10月 11月 12月 1月 ２月 3月

R2 73 65 67 62 62 74

R1 103 109 95 84 76 72

R2/R1 71% 60% 71% 74% 82% 103%
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 表 2 精神相談・診察月別推移（米子地区） 

 

 

図 2 精神相談・診察月別推移（米子地区） 

【身体その他の相談・診察】 

 身体その他の相談・診察は、医師が担当して

いる。鳥取地区では、保健管理センター教員 2

名及び内科学校医 1 名（1 回 1 時間、毎週、た

だし長期休暇中を除く）が相談・診察を行って

いる。米子地区では、学校医 2 名（合計週 5 回、

勤務時間 1 回 4 時間）の他、鳥取地区から教員

が月 3 回米子分室に勤務し対応している。 

鳥取地区・米子地区の月別件数推移を、表 3・

図 3，表 4・図 4 に示す。R2 の年間総件数は、

鳥取地区 498 件・米子地区 124 件で、R1 の 529

件・256 件と比較し 94％・48%であった。鳥取

地区では、9・10・2・3 月の件数は R1 と同等

以上で、2・3 月は著しく増加していた。2・3 月、

R1 は国内での感染拡大兆候や緊急事態宣言等

の発令により保健管理センターでの発熱者等の

相談・診察制限を開始した時期で件数が少なく、

R2 は大学関係者の感染確認により学内で多数

の検査・経過観察を行なったため件数が増加し

たことが、影響したと考えられる。一方、その

他の月では、R1 と比べ鳥取・米子地区とも 6 カ

月が 50%未満に減少し、米子地区では 5 月はわ

ずか 9%であった。 身体相談では、例年、発熱

や風邪症状等で来所する学生が多い。しかし、

これらの症状は新型コロナウイルス感染症の主

症状のため、該当する症状を有する学生に対し

ては理由を説明した上で相談・診察は行わず、

自治体の相談窓口又は近隣の医療機関を紹介し

た。また、学生に対しては“体調不良時は無理

せず休むこと”が基本的な感染対策として周知・

徹底され、体調不良の場合は登校せず休むこと

がルールとなった。これら複数の要因が、身体

その他の相談・診察件数の減少に影響したと考

えている。 

表 3 身体その他の相談・診察月別推移 

（鳥取地区） 

 

 
図 3 身体その他の相談・診察月別推移 

（鳥取地区） 

 表 4 身体その他の相談・診察月別推移 

（米子地区） 

 

前期 4月 5月 6月 7月 8月 9月

R2 15 24 31 13 16 27

R1 17 18 19 27 16 13

R2/R1 88% 133% 163% 48% 100% 208%

後期 10月 11月 12月 1月 ２月 3月

R2 25 32 23 25 20 24

R1 27 28 25 24 23 22

R2/R1 93% 114% 92% 104% 87% 109%
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R2 44 11 7 15 219 36

R1 44 39 45 33 32 7

R2/R1 100% 28% 16% 45% 684% 514%
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R1 25 47 32 28 3 13

R2/R1 20% 9% 72% 89% 433% 62%

後期 10月 11月 12月 1月 ２月 3月

R2 17 10 3 6 2 8

R1 20 39 18 16 5 7

R2/R1 85% 26% 17% 38% 40% 114%
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図 4 身体その他の相談・診察月別推移 

（米子地区） 

 

看護職担当 

【保健業務（看護職対応相談等）】 

保健業務は、けがの処置、健康に関する指導・

助言の他、カウンセリング・診察前のインテー

ク・心身の不調者への初期対応など、幅広い。

カウンセラーや医師が対応出来ない場合に、継

続した相談対応を行うこともある。学生支援セ

ンターや学部等学内各部署、学外医療機関等と

の連携も担っている。保健業務は看護職が担当

し、鳥取地区では保健師 1 名・非常勤看護師 1

名、米子地区は看護師 1 名・非常勤看護職 1 名

（勤務時間週 30 時間）*が対応している。 

鳥取地区・米子地区の月別推移を表 5・図 5、

表 6・図 6 に示す。R2 の年間総件数は鳥取地区

4,230 件・米子地区 882 件で、R1 の 4,290 件・

1,108 件に対し 99％・80%であった。鳥取・米

子両地区とも月別推移の傾向は R1 と著変なく、

50%未満に減少した月は認めなかった。看護職

が担う初期対応・相談・連携等の役割は、コロ

ナ禍においても重要であることが認識された。 

表 5 保健業務（看護職相談等対応）月別推移 

（鳥取地区） 

 

 

図 5 保健業務（看護職相談等対応）月別推移 

（鳥取地区） 

表 6 保健業務（看護職相談等対応）月別推移 

（米子地区） 

 

 

図 6 保健業務（看護職相談等対応）月別推移 

（米子地区） 

＊米子地区非常勤看護職は、R2 年 4 月から R3 年

1 月は看護師、R3 年 1 月以降は保健師 

 

おわりに 

R2 は、保健管理センタースタッフ・来所者・

利用者の感染対策を徹底した。体温測定・体調

確認・県外移動歴の確認の他、施設内の消毒・

換気は毎日定期的・頻回に行い、透明パーテー

ション・加湿器及び空気清浄機・室内二酸化炭
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素測定器等を設置し、来所学生及びセンタース

タッフがお互いに安心して相談・診察等ができ

る環境を整えた。しかし、医療施設の感染症対

策として求められる空間的・時間的分離が困難

なため、現状では、感染が疑われる者への相談・

診察を行うことはできない。今後は、国内の感

染拡大状況、エビデンスに基づく予防・検査・

治療の動向を確認し、学内の方針に沿って可能

な対応を検討したいと考えている。一方、R2 は

新たな試みとして、11 月から精神相談において

オンラインでの面談を開始し、12 月には HP 上

にお問い合わせフォームを開設した。オンライ

ン面談では、感染リスクを減らす他、休学・帰

省等従来なら面談できなかった学生や不登校だ

がオンラインであれば面談できる学生など、

個々の事情・状態に沿った対応が可能となった。

オンライン面談では非言語コミュニケーション

がとれないなどのデメリットもあるが、相談の

新たな選択肢となった。お問い合わせフォーム

により相談窓口を明確化でき、24時間の申し込

みが可能となった。R2 は、電話・メールやお問

い合わせフォームを通して多くの問い合わせ・

相談が寄せられた。保健管理センターでは従来

電話やメールでの対応件数は把握していなかっ

た。しかし、対面での相談と同等の対応を要す

るものが多く、令和 3 年度からは電話・メール

での対応件数も確認することとした。 

新型コロナウイルス感染症感染拡大は未だ先

が見えない状況ではあるが、保健管理センター

での対応を必要・希望する学生に対して、十分

な支援がおこなえるよう、これからも検討・改

善を重ねていきたいと考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈コロナ禍でのカウンセリングルーム〉 

 

＊パーテーション設置 

・パーテーションが誤って倒れる等によるけ

が防止のため、段ボール枠の軽量パーテーシ

ョンを使用 

＊室内換気システムを常時利用 

＊空気清浄機・加湿器を設置 

＊室内二酸化炭素モニターを設置 

＊温度・湿度計を設置 

↓ 

一部改善 

 

＊枠なしかつデスク幅のパーテーションに変更 

・枠によりお互いの様子が分かりづらくなるこ

とを解消 

・幅広にし、感染対策をより徹底 

・転倒防止のためデスクに固定 

・角によるけが防止に折れ曲がりストローを利

用し保護 
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6．教職員における相談・診察・保健業務 
 

相談・診察と保健業務（令和 2 年度） 
 

三島香津子 

 

 

はじめに 

保健管理センターでは、教員（医師）および

保健師・看護師が教職員の心身の健康の保持・

増進に携わっている。令和 2 年度の教職員の相

談・診察と看護職が対応する保健業務について、

一部令和元年度との比較を行い報告する。 

 

医師担当 

【相談・診察】 

教職員の心身の相談・診察は、医師が行って

いる。鳥取地区は保健管理センター教員 2 名、

米子地区は学校医 2 名（合計週 5 回、1 回 4 時

間）が対応している。令和 2 年度の年間総件数

は、鳥取地区 274 件・米子地区 7 件であった。

月別件数推移を、図 1.・2 に示す。 

 

図 1 相談・診察月別推移（鳥取地区） 

 

図 2 相談・診察月別推移（米子地区） 

令和元年度の年間総件数は鳥取地区 296 件・

米子地区 26 件で、比較すると令和 2 年度は鳥

取地区 93%・米子地区 27％であった。 

 

看護職担当 

【保健業務】 

 保健業務は看護職が対応し、鳥取地区は保健

師 1 名・看護師 1 名、米子地区は看護師 1 名・

非常勤看護職＊1 名（勤務時間週 30 時間）が対

応している。主な業務内容は、けがの処置、心

身の健康に関する助言・指導、不調者への初期

対応である。令和 2 年度の年間総件数は、鳥取

地区 128 件、米子地区 91 件であった。月別推

移を、図 3・4 に示す。 

 

図 3 保健業務月別推移（鳥取地区） 

 

図 4 保健業務月別推移（米子地区） 

＊米子地区非常勤看護職は、R2 年 4 月から R3

年 1 月は看護師、R3 年 1 月以降は保健師 
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令和元年度の年間総件数は鳥取地区 195 件・

米子地区 64 件で、比較すると令和 2 年度は鳥

取地区 66%・米子地区 142％であった。 

 

おわりに 

 令和 2 年度は、新型コロナウイルス感染拡大

防止のために少しでも体調不良があれば出勤を

控えることが周知された。また、学長裁定「新

型コロナウイルスに係る職員の就業上の取り扱

いについて」が施行され、“感染者・濃厚接触者

及び接触者、PCR 検査等の対象となった者、学

校の休校などにより職員が勤務できない場合等”

に対し、該当者が休みやすい環境が整えられた。

これらは、センターの医師による相談・診察件

数の減少に影響したと推測している。しかし、

感染症等理由に関わらず体調不良時には休養を

とることは健康管理上重要であり、体調不良時

に休める職場環境を整備する良い機会になった

と感じている。 

 保健業務では、鳥取地区は減少していたが、

米子地区は増えていた。米子地区では医師によ

る相談・診察の減少に比べ保健業務の増加が目

立ち、医療職が多い米子地区において、看護職

の対応を身近な相談窓口として非医療職の教職

員が利用しているのかもしれない。 

 令和 2 年度は、新型コロナウイルス感染症感

染拡大により、過去に経験のない業務や急な対

応等教職員の負担は著しく増し、長期的な心身

の健康への影響も懸念される。教職員の日常的

な健康管理を支援できる相談・診察・保健業務

を今後も行っていきたいと考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊保健管理センター待合室の一部＊ 

 

教職員がよく利用する血圧計（写真左）は、

使用前後の手指消毒と共に、機器の消毒を指示

している（消毒用スプレー・ゴミ箱等は横に設

置） 

 

＊非接触型体温計＊ 

・額測定タイプ    ・手首測定タイプ 

   

 教職員は、体温など体調を確認して出勤する

ことが日常となったが、保健管理センターに来

所する教職員は上記を使用し体温確認を行った 

（令和 3 年度はタブレットタイプを使用） 
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７．事業報告 

（１）健康支援等活動 

三島香津子 

 

はじめに 

保健管理センターでは、学生・教職員の健康支

援等活動を行っている。令和 2 年度、新型コロ

ナウイルス感染症感染拡大下での活動状況につ

いて以下に報告する。 

 

Ⅰ 学生を対象とした活動 

1．生活習慣等支援活動 

（１）体型別指導 

国内の感染拡大状況を確認し実施時期を判断

し、完全予約制で実施した。肥満・痩せ学生を

対象に、身体計測・血圧測定・骨量測定・食生

活を中心とした生活習慣の確認等を行い、結果

をもとに食事バランスガイド等を用いて個別指

導を行った。さらに、鳥取地区では肥満学生に

対して食行動質問表を活用し食生活の偏りにつ

いて分析・指導した。鳥取・米子両地区とも定

期的に測定・指導を希望する学生を認め、体型

や生活習慣の改善が認められている。 

（２）骨量測定 

例年、鳥取地区では秋、米子地区では隔月で、

それぞれ希望者を対象に骨量測定を実施してい

た。しかし令和 2 年度は、感染拡大状況等から

（１）の対象以外の学生には実施できなかった。 

（３）4 回生・大学院生健康測定（鳥取地区） 

例年、鳥取地区では卒業前の 3 月に、4 回生・

大学院生を対象に身体計測・血圧測定・骨量測

定・食生活等生活習慣の確認を行い、結果をも

とに個別指導を行っていた。しかし、令和 2 年

度は、国内で感染が拡大しさらに学生の県外移

動が活発になる時期であったことから実施を見

送った。代替措置として、4 回生・大学院生全

員を対象に健康管理を促すメールを送付した。 

（４）飲酒に関する活動 

例年、アルコールパッチテストによる体質判

定が保健管理センターで行えることを学生に周

知し、希望者を対象に通年アルコールパッチテ

ストを実施していた。特に新入生には期間を設

け実施し、多くの学生が来所していた。しかし、

感染拡大状況等考慮し令和 2 年度は学生への広

報はおこなわず、新入生を対象とした期間も設

置しなかった。代替として、健康診断時に、受

健者全員に鳥取県から提供を受けたアルコール

啓発リーフレットを配布した。また、体型別指

導等来所した学生に声をかけ、希望者にパッチ

テストを実施した。パッチテスト以外に、健康

診断問診票中の飲酒歴の項目から、習慣性飲酒

や多量飲酒等飲酒の問題が危惧された学生には

個別に連絡をとり、飲酒教育を行った。 

2．社会活動等支援活動〜グループワーク〜（鳥

取地区） 

例年、臨床心理士がカウンセリング来所学生

を対象に行っているソーシャルスキルトレーニ

ング：SST（グループワーク： GW）について

実施を予定していたが、感染拡大状況等から実

施を見送っていた。しかし、SST・GW は対人

コミュニケーションやソーシャルスキルの獲得、

自尊感情の回復等を目指しており、コロナ禍で

こそ重要な活動と考えられた。そこで、2・3 月

に感染対策を徹底し、起承転結の 4 回に内容を

凝縮して実施した。参加学生からは満足・好意

的な感想がよせられた。 

 

Ⅱ 教職員を対象とした活動 

1．救急救命講習会 

 保健管理センターでは学内教職員を対象とし

た“AED を使用した救急救命講習会”を、平成

17 年度から実施している。令和 2 年度も、11 月

に湖山消防署から講師を招き 17 名の教職員が

参加し実施を予定していた。しかし、直前に県

内で感染拡大が認められ急遽延期となった。そ

の後も感染状況は改善せず実施できなかった。
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代替として、参加希望者全員に湖山消防署から

提供いただいた救急救命テキストを配布した。 

2．骨量測定 

 3 月に、部署を限定し完全予約制で実施した。

個別に結果説明と指導を行った。 

 

Ⅲ 禁煙活動 

禁煙シリーズを 6・9・12・3 月に発行し HP

に掲載した。新型コロナウイルス感染症では喫

煙は重症化及び感染のリスクであることを随時

内容に加えた。安全衛生委員会及び施設環境部

が実施する構内禁煙活動に協力した。例年希望

する学生・教職員に対して行っていた呼気 CO

測定は、飛沫による感染リスクが高いと判断し

実施しなかった。 

 

Ⅳ その他 

 メンタルヘルスに関する講演を、新入職員研

修及び工学部電気情報系学科新入生大学入門ゼ

ミでそれぞれ行った。浦木恵子カウンセラーが

学部でのハラスメント対策に関する研修会で講

演を行った。いずれもオンラインで実施された。 

自治体及び医療・福祉機関等と連携し、アル

コール関連問題、SNS 相談（悩み事相談）、抑

うつ気分等について、リーフレット・カードの

配布・掲示や HP への掲載を行い、各種相談窓

口の周知に努めた。また、自治体等関連機関が

主催するアディクションやメンタルヘルス、新

型コロナウイルス感染症に関する研究会・研修

会・講演会にセンタースタッフが参加し、日々

の活動の参考とした。 

 

おわりに 

令和 2 年度の主な健康支援等活動は以上であ

る。新型コロナウイルス感染症感染拡大により、

例年通りの活動は困難となり、センターの活動

は、感染状況から実施の可否を判断することが

必要不可欠となった。更に実施にあたっては、

対面が必要・対面が望ましい・必ずしも対面を

必要としないもの、に分けて検討を行った。感

染収束は未だ不透明な状況であるが、令和 2 年

度の経験を活かし、感染状況に関わらず、健康

支援が必要と考えられる学生・教職員、また、

希望する学生・教職員が参加し利用できるよう

な活動体制を検討し、内容の充実とともに必要

な改善を行っていきたいと考えている。 

 

 

禁煙シリーズ 34（令和 2 年 10 月 5 日 HP 掲載） 

 

 

体組成計 Inbody（鳥取・米子両地区に設置） 

 
フードモデル（鳥取地区に展示） 
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７．事業報告 

（２）啓発活動 

三島香津子 

 

はじめに 

 令和 2 年度、保健管理センターでは新型コロ

ナウイルス感染症に関する多くの啓発活動を行

った。令和 2 年 1 月 24 日に最初の注意喚起を

ホームページ（HP）上に掲載し、以後、HP で

の情報発信の他、学生へのオールメール、学務支

援システムへの掲載、学内への掲示などを現在も

随時行っている。作成したリーフレット・ポスタ

ー等オリジナルの資料も含めて、令和 2 年度の啓

発活動について報告する。 

 

Ⅰ HP 掲載 

 令和 2 年 1 月～12 月末までに“保健管理セン

ターHP お知らせ”中に掲載した新型コロナウイ

ルス感染症に関する主なタイトルを、掲載日とと

もに以下に示す。 

1 月 24 日  

中国武漢市を発端とした新型コロナウイルス

について 

1 月 31 日  

新型コロナウイルス感染症について 

2 月 18 日  

「新型コロナウイルス感染症についての相

談・受診の目安」について 

3 月 6 日  

新型コロナウイルス感染症の予防のために！ 

3 月 18 日  

新型コロナウイルス感染症予防と心の相談

SNS について 

3 月 26 日  

新型コロナの健康観察をアプリで簡単に！ 

4 月 13 日  

簡単マスクの作り方 

4 月 28 日  

新型コロナウイルス感染拡大による不安や疲

れについて 

5 月 12 日  

ひとりで悩まないで、LINE 相談－とっとり

SNS 相談が拡充されました― 

6 月 8 日  

熱中症を予防しましょう！ 

7 月 3 日  

新しいキャンパスライフにおける感染予防に

ついて 

9 月 28 日  

新型コロナウイルス感染症における重症化の

リスク因子 

10 月 5 日  

禁煙シリーズ 34～新型コロナウイルス感染

症と喫煙～ 

11 月 10 日  

「ストレスと上手に付き合うために～with 

CORONA～」について 

11 月 24 日  

「新型コロナウイルス感染症に関する Q＆

A」について 

12 月 17 日  

いつでもどこでも感染しうるから～感染予防

と体調管理を徹底しましょう 

 

Ⅱ 啓発資料 

 基本的な感染予防対策や、感染拡大にともな

う不安への対処、新型コロナウイルスに関する

正しい知識の普及等に関するオリジナルの資料

を作成した。内容によっては感染症タスクフォ

ース会議（TF 会議）で審議又は報告した。令和

2 年度の主な資料を以下に記す（括弧内は審議・

報告した TF 会議）。 

➀令和 2 年度の熱中症予防行動 

（第 17 回感染症 TF 会議） 

➁新しいキャンパスライフ 

（第 18 回感染症 TF 会議） 
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➂新型コロナウイルス感染症における重症化の

リスク因子 

（第 27 回感染症 TF 会議） 

➃新しいキャンパスライフ冬版 

（第 30 回感染症 TF 会議） 

⑤ストレスと上手に付き合うために～with 

CORONA～ 

（第 31 回感染症 TF 会議） 

⑥新型コロナウイルス感染症に関する Q&A 

（第 32 回感染症 TF 会議） 

⑦いつでもどこでも感染しうるから 

（第 36 回感染症 TF 会議） 

 このうち、新しいキャンパスライフ、ストレ

スと上手に付き合うために、新型コロナウイル

ス感染症に関する Q&A について説明する。 

1．新しいキャンパスライフ（➁➃） 

 学生部学生生活課と協力して、ポスター・リ

ーフレットとして活用できるオリジナルの資料

を作成した。感染予防対策の重要なポイントを

一目で理解できるよう 1 枚にまとめた。➁では

熱中症、➃ではインフルエンザ対策を盛り込ん

だ。完成した資料は、正門・学生会館・講義室

等様々な箇所に掲示され、学生食堂のモニター

画面でも表示を流すなど、学内の感染予防の周

知・徹底に広く活用された。 

2 ストレスと上手に付き合うために～with 

CORONA（⑤） 

 学生は対面授業や課外活動の制限など長期間

通常とは違う大学生活を強いられ、不安等精神

面への影響が懸念されていた。保健管理センタ

ーに相談に来所した学生には、早期に対応でき

なかったことが悔やまれる者もあった。そこで、

いつもと違う状況で不安やストレスを感じるこ

とは自然な反応であること、セルフケアの重要

性、相談窓口の周知を目的に、オリジナルのパ

ンフレットを作成した。カウンセラーや精神科

学校医、中村準一名誉教授（保健管理センター

前所長）の助言を得ながら、学生目線で、わか

りやすく、日々の生活に沿った内容を掲載した。 

 

 

 

 

3 新型コロナウイルス感染症に関する Q&A

（⑥） 

感染拡大状況下で、保健管理センターには学

生・教職員から新型コロナウイルス感染症に関

する様々な問い合わせが寄せられた。しかし、

誤った情報に基づく質問も少なくなく、不安を

訴える者もあった。また、同様の質問が繰り返

されることが多く、センター職員の負担も増し

ていた。そこで、学生・教職員が新型コロナウ

イルス感染症に関する正しい知識を得ることで、

学内の感染予防対策が向上し不安も軽減するこ

とを目的に、オリジナルの Q&A を作成した。

厚生労働省等公的機関の Q＆A には掲載されて

いない内容を含め、医学的知識がなくても理解

できるよう平易な言葉で解説した。12 月には、

学生部学生生活課と協力し、全学生を対象に感

染対策も含めた知識の定着・理解の確認と振り

返りができるよう Q&A をもとにした理解度チ

ェックを実施した。 

 

おわりに 

新型コロナウイルス感染症のような新興感染

症では未知の部分が多く、インターネットやソ

ーシャルネットワーク上には多くの不確実な情

報が溢れていた。その中から、特に医学的知識

を持たない学生・教職員が正しい知識を自ら得

ることは簡単なことではない。正しい情報を得

ることは感染予防にとって重要であり、精神的

な不安も軽減する。迅速にわかりやすく重要な

ポイントを繰り返し伝える啓発活動を、今後も

保健管理センターとして行っていきたいと考え

ている。 
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〈新しいキャンパスライフ〉 

    
   夏版：令和 2 年 6 月作成（Ⅱ－➁）        冬版：令和 2 年 11 月作成（Ⅱ－➃） 

 

〈いつでもどこでも感染しうるから〉 

 

令和 2 年 12 月作成（Ⅱ－⑦） 
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〈ストレスと上手に付き合うために～with CORONA～〉（Ⅱ－⑤） 

 

p 1 

 

p 2 

 

p 3 

30



 

 

 

p 4 

 

p 5 

 

p 6 
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p 7 

 

p 8 

 

p 9 
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p 10 

 

p 11 

 

p 12 
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p 13 

 

p 14 

 

p 15 
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〈新型コロナウイルス感染症に関する Q＆A〉（Ⅱ－⑥） 
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注）資料中のイラストは、令和 2 年 11 月時点で使用可能な

イラストで、現在は使用できないイラストが含まれます 
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７．事業報告 

（３）感染対策 

三島香津子 

 

はじめに 

学内及び学生・教職員の新型コロナウイルス

感染症感染拡大防止のために、保健管理センタ

ーは多くの役割を担っている。令和 2 年 3 月以

降は、感染症タスクフォース会議（TF 会議）の

決定に沿って対応し、総務企画課・学生生活課・

学部等学内各部署、保健所や自治体、近隣医療機

関や医師会等とも協力・連携している。主な感染

対策業務について以下に報告する。 

 

Ⅰ マスク、消毒液、その他の感染予防・ 

衛生物品等の管理・保管 

学内で必要な感染予防・衛生物品等について、

必要な物品・数・量を確認し、購入・管理・備

蓄、各部署への配布を行っている。第 14 回 TF

会議（令和 2年 5月 26日）で、本学の備蓄量の

目安はマスク 8万枚、アルコール消毒液 725リ

ットルと定められた。令和 2 年度、各部署へマ

スク・アルコール消毒剤等の定期的配布を約

130 回行った。さらに令和 2 年 11 月以降は、

次亜塩素酸水の配布を毎週 1 回実施している。 

1．マスク・消毒液の配布 

 令和 2 年度の学内配布実績を以下に記す（括

弧内は、年度末備蓄量）。 

  ➀マスク       ：71,230 枚 

（74、600 枚） 

  ➁アルコール消毒剤  ：1,236 リットル

（688 リットル） 

  ➂次亜塩素酸ナトリウム：66 本* 

   ＊次亜塩素酸ナトリウム 6％600ml/本 

  ➃次亜塩素酸水    ：935 リットル 

 令和 2 年 2 月以降、マスク及びアルコール消

毒剤は非常に入手困難となり、マスクは同年夏

頃、アルコール消毒剤は秋頃までつづいた。本

学では、マスクは、卒業生・県内企業・個人・

本学医学部附属病院からご寄付いただき配布に

対応できた。アルコール消毒剤は、保健管理セ

ンタースタッフが各方面に情報収集を行い有効

濃度のアルコール消毒剤をどうにか確保できた。

しかし、使用のために小分けするスプレー容器

も入手困難となり、市販のスプレーボトル等で

一時は代用した。アルコール消毒剤は高濃度ア

ルコール危険物に該当するため、保管のための

危険物倉庫が必要となり保健管理センターに隣

接した場所に 2 棟設置した。倉庫完成までは、

工学部のご厚意で工学部危険物倉庫に仮保管し

た。次亜塩素酸ナトリウムは通年不足すること

なく購入できた。令和 2 年 6 月、環境消毒に次

亜塩素酸水の効果が認定されたことから、共同

獣医学科が改築に伴い購入していた次亜塩素酸

水生成装置を、学科のご厚意により保健管理セ

ンターに仮設置した。その後、新たに購入し保

健管理センターに設置した。 

マスクや消毒剤の配布時には、マスクの正し

い着用・廃棄方法、消毒剤それぞれの使用法と

保管法等の注意点について、看護職が資料を作

成し、説明・添付して配布した。 

2 その他の感染予防・衛生物品等 

 学内の感染拡大防止のために、フェイスシー

ルドや予防衣・手袋などの個人防護具、非接触

型・接触型体温計、室内の換気の目安としての

二酸化炭素モニターについて、配布や貸し出し

を行った。 

＊参考＊ 

「鳥取大学における新型コロナウイルス対応」

抜粋 

Ⅴ マスク、消毒液の備蓄及び設置について 

・マスク、消毒液等の新型コロナウイルスに係

る物品で大学が措置するものは、保健管理セン

ターにおいて管理する。 

・必要に応じて保健管理センターから、各部局

等に対して備蓄数を勘案して配布する。 
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・各部局等は、補充の必要が生じた場合は、保

健管理センターに申請する。 

 

Ⅱ 感染対策、環境消毒、体調等への 

問い合わせ対応および助言・指導 

学生・教職員・保護者等からの、学内での日々

の感染対策・消毒方法や体調管理の目安につい

て、問い合わせに対応している。 

 

Ⅲ 感染者・濃厚接触者・接触者対応 

学内関係者に新型コロナウイルス感染者が発

生した際は、総務企画課・学部・各部署等と協

力し、保健所の積極的疫学調査へ協力するとと

もに、接触者の体調経過観察に携わっている。

また学内の緊急消毒について助言指導・実施し

ている。 

＊参考＊ 

「鳥取大学における新型コロナウイルス対応」 

抜粋 

Ⅰ 対策の基本方針 

７．学生又は教職員が接触者となった場合の取

扱い 

①学生の場合 

 原則として、最後に接触した日から起算して

14 日間の自宅待機とし、不要不急の外出を控

えることとする（オンライン等による対面を要

しない授業等は可）。また、PCR 検査が実施さ

れ、陰性の判定がなされた場合もこれに準ずる。

ただし、状況に応じて、保健所における調査の

対象となった、あるいは、PCR 検査を行った経

緯を確認し、保健管理センター及び関係部局等

で検討を行い、対応を決定する。 

②教職員の場合 

 新型コロナウイルス感染症に係る職員の就

業上の取扱いについて（学長裁定）に基づき対

応する。 

 

Ⅳ 学内 PCR 検体採取 

学内関係者に新型コロナウイルス感染者が発

生し保健所により学内での PCR検体採取が決定

された際は、保健所の指示のもと、総務企画課・

関係各部署と協力して PCR検体採取を実施して

いる。採取時は、採取に協力する学内職員への

感染対策等指導を行っている。令和 2年度の検

体採取は広報センターで実施し、200 件以上の

PCR 検体を採取した。 

 

Ⅴ 感染症タスクフォース会議 

新型コロナウイルス感染症における、大学全

体の基本的な判断基準・対策を策定し、部局等

へ周知するとともに緊急時、初動時の対応組織

として、感染症 TF 会議が令和 2 年 3 月 2 日に

設置された。保健管理センターからは、センタ

ー所長が TF 会議の委員に任命され参加してい

る。TF 会議は令和 2 年度末までに計 49 回開催

され、令和 3年度も継続して開催されている。 

 

おわりに 

新型コロナウイルスに係る感染対策業務は過

去に経験のない内容が多く、スタッフの負担は

著しく増した。しかし、保健管理センターが担

う「学生・教職員の健康管理を行い健康の保持

増進を図る」「安全安心な大学環境を保つ」こと、

さらに、学内各部署や学外関係機関との連携に

ついて、重要性を再認識できた。今後も、学内

の感染拡大を防止し、学生・教職員が安全安心

に学び働くことができるよう、感染対策をすす

めていきたい。 
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＊参考＊ 

「鳥取大学における新型コロナウイルス対応」より 

別添 1）「鳥取大学における新型コロナウイルス対応フローチャート」 p7 

 

別添 2）新型コロナウイル感染者発生時の対応フロー p8 
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７．事業報告 

（４）広報誌「保健管理センターだより」発行 

三島香津子 

 

はじめに 

令和 3 年 2 月「保健管理センターだより」第

51 号を発行した。「保健管理センターだより」

は毎年年度末を目安に発行しており、学生・教

職員に対し、健康に関するトピックスをわかり

やすく提供するとともに、健康診断・健康相談

及び学生教育研究災害傷害保険等の報告を行っ

ている。 

 

Ⅰ 健康に関するトピックス 

三島は、新型コロナウイルス感染症に関する

基本的な知識・情報を解説した。岩下准教授は、

耳鼻咽喉科・アレルギーの専門医の立場から、

嗅覚・味覚について美味しいものを美味しく食

べることの大切さとともに解説した。浜本保健

師は温活、松原看護師は炭水化物に含まれるレ

ジスタントスターチ、栗田看護師は食生活につ

いて、それぞれ日々の生活に活用できるようわ

かりやすく紹介した。 

 

Ⅱ 健康診断結果・健康相談集計 

 令和 2 年度学生健康診断結果と、令和 2 年度

4 月から 12 月までの学生・教職員健康相談集計

について報告した。 

 

Ⅲ 令和 2 年度学生教育研究災害傷害保険 

請求状況 

保健管理センターでは、学生教育研究災害傷

害保険（学研災・学研賠）について、加入手続

きと保険金請求手続きを行っている。学生の加

入状況・保険金請求状況について、平木看護師

が報告した。 

 

Ⅳ その他 

掲示板コーナーを設け、リニューアルした保

健管理センターホームページについて紹介した。 

 

おわりに 

「保健管理センターだより」第 51 号の概要を

紹介した。「保健管理センターだより」は、保健

管理センターホームページから常時閲覧可能で

ある（平成 26 年発行第 44 号から掲載）。今後

も「保健管理センターだより」を継続して発行

し、学生・教職員の日々の健康管理に役立つ情

報をわかりやすく掲載したいと考えている。 

 

 

 

 

 

 

平成 25 年度（平成 26 年 3 月発行） 

保健管理センターだより第 44 号表紙 
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保健管理 

センターだより  No. 5１ 令和３年２月

目次 

三島 香津子 １ 新型コロナウイルス感染症について

おいしいものをおいしく食べよう 岩下 香代子 ６ 

「温活」で冷えを改善させて、コロナ冬を乗り切りましょう 

浜本 扇代   ８ 

炭水化物なのに太らない？！レジスタントスターチ 

松原 典子   10 

栗田 絵理 12 

浜本扇代・松原典子  15 

〃 19 

平木 由布 23 

〃 24 

ごあいさつ

令和 2 年度学生健康診断結果について  

令和 2 年度健康相談集計（学生･職員）  

令和２年度学生教育研究災害傷害保険請求状況 

学研災・学研賠加入状況 

掲示板 25 

鳥取大学保健管理センター 

この保健管理センターだよりは、ホームページにも掲載しています。 

http://www.tottori-u.ac.jp/2135.htm 
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    Ⅱ 保健管理センター創設 

５０周年によせて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

令和２年度農学部ハラスメント講演会 

令和３年１月１８日１３：００～１４：００ 

 

「青年期の発達課題と学生相談」 

 

湖山地区カウンセラー・臨床心理士 浦 木 恵 子 

 

2005 年から鳥取大学保健管理センター非常勤カウンセラーとして 16 年勤務しています。 

今回、農学部の先生方に最も伝えたいことは？と考えた時、「根気強い指導をしていただき、

ありがとうございます。」ということでした。 

私自身が担当させていただいたケースで、先生方の存在が「学生の命を救った」「自尊感

情を回復させ」「次に進むエネルギー補給になった」と考えられるケースが少なくありませ

ん。まず、それをお伝えし、感謝を申し上げたいと思います。  

保健管理センターは、多くの学生にとっては健康診断の場所だと思いますが、心の健康相

談にもあたっています。内科 Dr が最初に受けた身体の訴えでも、カウンセラーにつながれ

たり、カウンセラーが最初に受けたとしても、身体的な治療が優先される場合もあります。 

 窓口対応の看護師、保健師が学生さんの聞き取りをして、このケースは誰につなぐのか・・

等、最初の判断をしています。  

 学生にとっては、保健管理センターが学部とは離れた立場だからこそ安心して相談でき

る面もありますが、本日のような機会をいただき、心理職の立場からではありますが、保健

管理センターで出会う学生さんの姿を共有していただければ幸いです。 

さて、どのくらいの学生さんが保健管理センターを利用しておられるのでしょう。 

（スライド４：キャンパスライフ鳥取地区）「自分で解決・家族・友人・先輩に相談」を合

わせると 87％ 教職員３％ 保健管理センター１％ 学生支援センター１％ 複数選択で

すが、１％が保健管理センターを利用しているという結果です。 

現在、心理職は非常勤で 1 週間に 4 日、24 時間勤務しています。近年の統計で、年間 70

人~80 人程度の学生とカウンセリング面接を継続しています。キャンパスライフでは鳥取

地区１％でしたが、1.5%程度となります。 

初回主訴は、「修学面の相談」が学生支援センター（2014 年設置）に移行した分、「不安」

「落ち込み」「やる気が出ない」など気分の障害に関わる訴え、不眠や身体症状の訴えが多

くなっています。このような主訴の改善のために、どのように関わっていけばよいのでしょ

う。 

継続してお話を伺うことで、初回主訴からさらに具体的な内容が出てきます。（スライド

８～９：学生の困り感）「やるべきことはやるしかない！しっかりしなさい」と励ましたく

なるのですが、常識的なアドバイスだけでは、解決につながらないケースがほとんどです。 
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 本人自身の特性、例えば、興味関心の偏りが極端に大きい、実験での不器用さや段取りの

悪さ、また、いくつもの課題が同時に求められると優先順位がつかず混乱するなどの認知特

性がある場合もあります。また、学生さんの中には、気軽に親や友人、先生方に相談できず

孤立傾向にある方もおられます。十分な表現ができず、お忙しい先生方のスピードとはかな

り違い、イライラされることもあるかもしれません。 

実際、多くのケースは保健管理センターだけで完結することはありません。カウンセリン

グで自分の考えや気持ちを整理した後は、現実の課題に向きあうために、先生方とのお話が

必要になります。 

対人関係やコミュニケーションに苦手意識を持つ学生さんの背景には何があるのでしょ

うか。 学生さんのペースで話すのを待ちながら、耳を傾けていると複雑な心の傷を抱えて

いる場合も少なくありません。PTSD といわれる非常に強いストレス体験による後遺症で

す。近親者や教師からの性被害、本来守られるべき親からの身体的虐待や DV で家庭ではい

つも緊張して育ったケース、小中高でのいじめ体験、教育虐待という言葉もありますが、幼

児期からの親の過剰な教育的関わりで子供らしい時間を送ることができなかったケース、

親の精神疾患などで子どもの頃から親を気づかわなければいけなかったケースなど、過酷

な体験が長期にわたり、親と物理的に離れて初めて、違和感を症状として表現できるという

こともあるようです。 

過酷な経験をすると、周りの世界は危険で一時も安心できなくなります。ギラギラとした

警戒したような目、緊張した身体、そうかと思うと、ぼーっとしているなど、気分の変動が

大きい方・・・自尊感情も低く、物事のとらえ方もネガティブです。考え方がネガティブだ

と、当然気分も下がり、日常生活や行動も億劫になります。睡眠、食事、学業等日常生活を

送ることにも悪影響が出てきます。心理職は Dr ではありませんので、診断名をつけること

はありませんが、相談に来られる方は何らかの傷つきがあることを想定して、日常生活の聞

き取りも含めて、丁寧に向きあいたいと思っています。 

 1 年生で出会い卒業まで継続される方、一回だけで終了する方など様々ですが、年間の延

べ相談人数と内容です。相談は複合的ですが、一回のテーマを主なもの一つに絞った統計で

す。（スライド 12〉修学上、進路の問題で３６％、対人関係は１５％で、教師との関係、サ

ークルや研究室での人間関係や過去の対人関係等の相談になります。グループワークトレ

ーニング（GWT）は少人数でロールプレイなどを活用して社会スキルやコミュニケーショ

ンのトレーニングをしています。WAISⅢは成人式の知能検査です。大学入学されている方

に知能検査をするのかと思われるかもしれませんが、言語能力も達者で一見、問題なく見え

る方が、二つ以上のことを同時に処理することが極端にできなかったり、注意・記憶の問題

で板書をノートに写すことができないなど、得手不得手が大きく、苦労される方も少なくあ

りません。 

大学では、様々な側面から、学生の発達課題を支えているといえます。どの機関も複合的

な支援をされていると思いますが、心理職も、卒論のまとめの時期に入ると、「素人にわか
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りやすいように話すのは大事」とお聞きすることもあります。素人なので、心底「そんなこ

とを学んでいるんだ」と感心してしまいます。また、グループワークで就活面接の場面を扱

い、学生に試験官になってもらうこともあります。受験者役で全く自信がなさそうだった方

が、試験官役をするとなぜか鋭い質問をすることもあります。心理職としては、心理社会的

な発達を促進する関わりを意識していますが、できる限りニーズに沿いながら、次のステッ

プ（専門職）につなぐようにしています。 

最も大切なことは、相談者が「守られている」「大切にされている」と感じられることで

はないでしょうか。「また、話してみたい」と次につながることが大切だと思っています。 

学生が突然、忙しい時間に来られたら、先生方はどうされますか。無理のないように、「今

日は予定があるので、5 分だけ、10 分だけしか聞けないけどいいかな」と了解を得て、「次

にはゆっくり時間を取るから」と約束する方法もよいかもしれません。短時間で解決しよう

とせず、状況を聴くだけに留め、しっかり受け止めると、「この先生ならまた来てもいいか

な」と安心して次につながるかと思います。「自分一人じゃない」「相談してもいいんだ」と

人への信頼感が育つことは、相談に来られた学生さんにとっては大きなことです。 

しかし、何があったかを整理することは難しいことです。 

人は自分が正しいと思いがちですし、どっちが正しいかのか、黒か白かで論争しがちです。 

また、「どうせあの人は・」と相手の意図を決めつけたり、「あの人のせいで」と誰かを責め

てしまいがちです。まずは事実を整理して、どのように受け止めているのか・・・自分にと

って大事なことは何かを聞きましょう。「小中時代にいじめにあって、両方が呼ばれて謝罪

の会を開かれた。許すと言わざるを得なかった。先生が対応したという自分の満足感のため

じゃないのか」と、教師に気持ちをわかってもらえなかった辛い過去として話されることが

あります。何を望んでいるかは本人に聞いてみないとわかりません。そして、安心できる関

係の中でしか、心の真実は話されませんし、サポートするための大切な情報を十分に得るこ

ともできません。 

欠席・遅刻が多い、友人が少なく孤立している、話しかけても反応がない、過剰に反応す

る、感情の起伏が激しい、いつもおどおどしている、すぐに泣くなど、先生方が SOS のサ

インに気づいて相談につないでくださることもあります。 

ストレス対処については、保健管理センターの HP で 「ストレスと上手につきあうため

に～ with コロナ」を見ていただければ詳しいスライドがあります。  

相談に来られる方は、学業や対人関係、アイデンティティや自尊感情が傷つき、自信を無

くしている状態といえるかもしれません。しっかりと聞いて受け止めることは、言葉で伝え

なくても「あなたは大切な存在ですよ」と伝えるメッセージになります。 

「こんなことで相談する自分は弱いのでは・・」という気持ちから、「また相談に来てもい

いんだ」と思えることは大きな変化です。自分への信頼の一歩となるとともに、人や社会へ

の信頼回復にもつながります。ある学生さんは落ち着いた時に「鳥取大学は私にとって家族

みたいなもの」と話されました。身体のケアから研究室の先生の関わりまで、守られている
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と感じていることが伝わってきました。 

架空事例から学ぶ（スライド 28～29）命を守る学生相談（グループディスカッション） 

① 「頑張れ！気持ちをしっかり・・と言われても、これ以上、どう頑張れというの・・」

と無力感を強め、追いつめる場合もあるでしょう 

② 冗談めかしていっても、具体的に死ぬ方法を考えている場合もあります。慎重に話

を聞きましょう。 

③ 聞いた人も一人で抱えないことが大事ですが、すぐに相談機関を紹介しても「聞い

てもらえなかった」「見捨てられた」と思う可能性もあります。  

④ 死を考える一因が家族という場合もあります。本人との信頼関係の中で、了解を得

て家族につなぐ必要があります。 

⑤ 話の中で深刻で、死の危険が感じられる時には、言葉にすることも必要かもしれま

せん。大切な問題として③④が必要になるでしょう。 

 

時々、研究室での生活を仕事のように話される学生さんがあります。産学共同で企業や地

域と関わることで、学生さんの意識が変わり、それだけ責任を感じておられることだと思い

ます。しかし、学生さんのキャパシティを超えて負担が重く「やらされる」感覚になった時、

その状態が長期間続くと擦り切れてしまう学生さんもあります。 

マスコミで話題になりますが、産業領域のメンタルヘルスについても資料を準備しまし

た。パワハラ防止法の改正によって、2020 年 6 月から、出来事にパワハラが追加されまし

た。心理的負荷の認定基準は、「人格や人間性を否定するような精神的攻撃が執拗に行われ

る、必要以上の長時間にわたる叱責、他の労働者面前での大声による威圧的叱責など社会的

通念に照らし合わせて許容される範囲を超える精神的攻撃、会社に相談しても適切な対応

がされなかったものなどです。セクハラについても、相談しても適切な対応がなされない場

合は精神的強度「強」と判断される場合もあります。  

 以上、オンラインと会場で実施した講演会の内容から抜粋しました。  
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保健管理センター創立 50周年によせて 

保健管理センターと学生相談 

                     鳥取大学保健管理センター米子分室 

カウンセラー 宮田知子 

 

 

鳥取大学保健管理センター創立 50周年おめでとうございます。 

保健管理センターは大学における保健室ということで、学生の心身の健康を支える大

事な拠点となっています。対象が大学生のため、その多くは親元を離れ一人暮らしを始

めますが、離れることでそれまで当たり前だと思っていた価値観が揺らいだり、親子関

係を振り返る機会になることから悩みを抱えるようになる学生も多くいます。そうした

自立の最後の一歩を踏み出す学生にとって、保健管理センターは、困った時には相談に

のってくれ、時には背中を押してくれる大切な居場所になっているのではないかと感じ

ています。親には言えない、友だちにも話しにくい、そんな悩みをもった学生さんがや

ってきては親でも友人でもない保健管理センターのスタッフに話を聴いてもらい、息抜

きをしたり色々話して視野を広げたりする。そしてまた何かあるとやってきて近況報告

や雑談をしていく。その様子はまるで第二の実家に帰ってきてくつろいでいるかのよう

にみえます。 

 

鳥取大学保健管理センター米子分室のカウンセラーは、平成 20 年に配置が開始され

ました。私は平成 22年より勤務させていただき、途中産休育休をはさみながら約 10年

学生相談に関わってきました。 

学生相談という性質上、基本的に学生生活を崩すことなく送りながらも、心のうちに

苦しみを抱えた若者たちに接してきました。人間関係のこと、学業のこと、将来のこと、

自分自身のこと。本当は立ち止まって悩み、動きたくない・動けないと思いながらも、

刻々と過ぎていく時間に追われ前に進む日々。そんな中にあって、カウンセリングは定

期的に”自分が向き合いたいことにとことん立ち返って向き合える時間・場”になって

いるといいなと思いながら関わってきました。 

米子分室は医学部の学生たちをサポートするので、入学時点から将来像が明確な学生

も多いのですが、明確であるからこそ、「自分に向いていないのでは」「安定するという

一点で選んだがやっていける自信がない」といった不安もよく聞かれます。医療系の大

学に進んだということは周囲にとっても喜ばしいことであり、だからこそ進路を考え直

すということは他の学部より難しい面もあるのではと感じます。他ならぬ本人自身が自

分の将来を真剣に考え直すことに罪悪感を抱くというのも、この学部ならではの特徴な

のかもしれません。カウンセリングでは、本人の不安、希望、本音どれも否定すること
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なく、とにかく話していただき、その中から本人自身が納得する答えを見つけることに

寄り添うことを意識しています。悩みながら突き進んだ方、決断して別の進路を目指し

た方、様々な学生たちを見送ってきましたが、「あの時真剣に悩んだ」という経験だけ

は本人のなかに残っていてくれるといいなと思います。 

 

またここ 2年は新型コロナウィルスの流行という事態の中、学生相談にも様々な変化

が起きてきました。授業のオンライン化、不要不急の外出の自粛、実習の中止など、“今

まで通り”が一切通用しない状況に多くの学生が悩み翻弄されているのを感じました。

その中で多かったのは、家で一人過ごす時間が多くなったことにより、これまでは見な

いで流していたこと、意識せず発散できていたことが処理できなくなり来談に至ったと

いう学生さんたちでした。普段の生活の中で「辛いな」「大変だな」と感じることはあ

っても、同じ環境で頑張っている同級生がいて、悩みを話し合うわけではないけれど、

何気ない会話を交わす。そのことができなくなって初めて、自分にとって必要なものだ

ったのだと気づいたと語る学生が何人もいました。 

SNSが発達し対人関係が希薄になった、リアルの人間関係は面倒、などと言われる時

代ですが、人が人に関わるということは人間の営みとしてなくせないものなのでしょう。

カウンセリングでもオンライン面談を取り入れましたが、状況がよくなると全ての学生

さんが対面面談を希望されたことからも、画面越しではなく直接足を運んで向き合って

話すことに意味を感じている若い世代が多くいるのだと感じました。 

何か悩んだ時、結局は自分が答えを出したり選択しないといけないものですが、人は

悩んだ時ほど自分に意識が向き視野が狭くなりやすい。人と話す、ということはその内

容が何であれ風通しを良くし視野を広げる効果があるということをこのコロナ禍の学

生たちとのやり取りから改めて感じました。 

 

最後にこれからの学生相談では、“カウンセリング”や“保健管理センター”という

単体で閉じたあり方ではなく、学生支援センターや教務、学務、その他の学生の支援に

関わる部署と連携しながら、一人ひとりの学生さんが心身ともに健康で、勉強や実習に

チャレンジしていけるようサポートをしていくことが求められていると感じています。 

そうしたニーズにも対応しつつ、でもどこか学生にとって何気なくやってきてホッと

できる。保健管理センターにはそんな実家のような居場所でもあり続けてほしいと、い

ちスタッフとして思っています。 
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    Ⅲ 調査及び研究報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

鳥取大学における学部過年度学生について（令和 2 年度） 

鳥取大学保健管理センター 三島香津子 

 

 

【目的】 

保健管理センターでは，本学の過年度（留年）

学生について調査し保健管理センター報告書・

年報で報告している．今回，令和 2 年度の本学

学部過年度学生の実態と特徴を明らかにするた

めに調査を行ったので報告する． 

【対象と方法】 

 令和 2 年度鳥取大学に在籍した学部学生で，

同年度に理由を問わず最低修業年限を超えて在

籍する学生を過年度学生とし，全学部，男女別，

学部別に調査した．本学農学部・医学部は，4 年

制の生命環境農学科・保健学科及び生命科学科

と 6 年制の獣医学科・医学科を持つ．そこで今

回，4 年制・6 年制に区分した調査も行った．在

籍学生数は令和2年4月30日時点を使用した．

参考に、男女別在籍学生数を表１に示す。 

表 1 令和 2 年度在籍学生数 

 

本調査は，個人情報に関する法令や各種ガイ

ドライン等及び “保健管理センターにおける個

人情報保護について”に則り必要な配慮を行っ

た上で実施した． 

【結果】 

 過年度率は全学部で 3.94%，男子 5.29％・女

子 1.97%で，男子は女子の約 2.7 倍であった（表

2・図 1）． 

表 2 男女別過年度学生 

 

 

図 1 男女別過年度率 

学部別の過年度率は，地域学部 4.59％，工学

部 5.08％，農学部 2.45%，医学部 3.21%で，全

学部平均と比べ，地域・工学部で高く農・医学

部で低かった．工学部は，農学部の約 2.1 倍で

あった（表 3・図 2）． 

表 3 学部別過年度率 

 

 

図 2 学部別過年度率 

男子 女子 計

全学部 3,024 2,079 5,103

男子 女子 男女計

人数 人数 人数

（在籍者男子/女子/計） ％ ％ ％

全学部 160 41 201

（3,024/2,079/5,103） 5.29% 1.97% 3.94%

過年度
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4 年制・6 年制別の過年度率は，農学部は

2.40%・2.68％，医学部は 1.52%・4.89%で，ど

ちらも 6 年制で高く，特に医学部では約 3.2 倍

であった（表 4・図 3） 

表 4 学部 4 年制・6 年制別過年度率  

 

 

図 3 学部 4 年制・6 年制別過年度率 

【考察】 

令和 2 年度過年度率を令和元年度と比較する

と，女子（令和元年度 1.97％，以後括弧内は本

学令和元年度過年度率）は変わらなかったが，

全体（4.28％）・男子（5.87％）は低下していた

1）．国立大学保健管理施設協議会が国立大学を

対象に行った調査（以後全国調査）では，令和

元年度過年度率（調査では留年率と表現されて

いるが，本文では過年度として表記）は全体

4.8％・男子 5.9％・女子 2.9％で，平成 14 年か

ら減少傾向にあり男子は女子より高いが男女差

が縮小傾向にあると報告している 2）．本学過年

度率は，令和元年度は平成 29 年より低下して

いた 1）．10 年前の平成 22 年度本学過年度率は

全体 6.52％・男子 8.32％・女子 3.18％で，令和

2年度は全体・男女とも約 6割に減じていた 3）．

学部別の過年度率を令和元年と比較すると，地

域・工・農（6.74％・5.14％・2.79％）で低下，

医学部（2.82％）は増加し，医・工・農・学部

の増減はいずれも 0.5％未満だが，地域学部で

は 2.15％と減少率が大きかった 1）．全体・男女

別過年度率と同様に 10年前の平成 22年度と比

較すると，平成 22 年度は地域学部 5.81％・工

学部 10.02％・農学部 4.24％・医学部 2.95％で，

令和 2 年度は医学部以外は減少し，工学部では

半減していた 3）．本学においても，医学部のみ

異なるが，全国の傾向と同様，過年度率は減少

傾向にあり女子より男子が高く男女差は縮小傾

向にあると推測された． 

全国調査による令和元年度過年度率は，例年

高い順に文系・理系・6 年制で，6 年制は 4 年

制より低く，令和元年度は 4 年制全体 4.9％・4

年制文系 5.3％・4 年制理系 4.6％・6 年制 3.4％

と報告されている 2）．本学で 4 年制文系・理系

に該当する地域・工学部の令和元年度過年度率

（6.74％・5.14％）は地域の方が高く同様の傾向

であった 1）．しかし，令和 2 年度は地域学部の

減少率が大きく，4 年制理系に該当する工学部

の方が高くなっていた．4 年制・6 年制の比較で

は，本学では同一学部内において 6 年制は 4 年

制より過年度率が高かった．また，医学部全体

の過年度率は他学部と異なり減少傾向が認めら

れなかった．来年度以降も 4 年制・6 年制に区

分して調査を行い，本学の推移・特徴を確認し

たいと考えている． 

過年度には，学業意欲の低下など修学上の問

題，心身の健康上の理由，家庭の経済的理由等

様々な理由がある．また，令和 2 年度は新型コ

ロナウイルス感染症パンデミックが学生生活に

大きく影響した一年であり，従来過年度理由の

一つであった留学が出来なくなったなど，過年

度率にも影響している可能性もある．今後は，

個々の理由とともに感染状況を確認しながら推

移を観察する必要があるだろう． 

【まとめ】 

 令和 2 年度の本学学部学生の過年度率は全国

と同様に減少傾向にあると考えられた．しかし，

6 年制学科は同一学部 4 年制学科より過年度率

が高いこと，医学部全体の過年度率は減少がみ

られないこと等，全国と異なる傾向が認められ

た．令和 2 年度の過年度率には新型コロナウイ

ルス感染症感染拡大が影響している可能性があ

り，次年度以降も調査を行い経過を確認したい

と考えている． 
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鳥取大学における学部休学学生について（令和 2 年度） 

鳥取大学保健管理センター 三島香津子 

 

 

【目的】 

保健管理センターでは，本学の学部休学学生

について継続して調査し報告書・年報で報告し

ている．今回，令和 2 年度の本学学部休学学生

について実態と特徴を明らかにするために，調

査を行ったので報告する． 

【対象と方法】 

 令和 2 年度鳥取大学に在籍した学部学生で，

同年度に休学した学生について，全学部，男女

別，学部別に調査した．本学農学部・医学部は，

4 年制の生命環境農学科・保健学科及び生命科

学科と，6 年制の獣医学科・医学科を持つ．そ

こで，農学部・医学部については 4 年制・6 年

制に区分し全学部で進級学生と過年度学生に分

けた調査もあわせて行った．在籍学生数は令和

2 年 4 月 30 日時点の数を使用した． 参考に、

男女別在籍学生数を表１に示す。 

表 1 令和 2 年度在籍学生数 

 

 本調査は，個人情報に関する法令や各種ガイ

ドライン等及び “保健管理センターにおける個

人情報保護について”に則り必要な配慮を行っ

た上で実施した． 

【結果】 

 全学の休学率は 2.39%で，男子 2.74%・女子

1.88%であった（表 2・図 1）．男子は女子の約

1.5 倍高かった． 

表 2 男女別休学学生 

 

 

図 1 男女別休学率 

学部別休学率は地域学部 1.89％・工学部

2.62％・農学部 2.10%・医学部 2.60%で，全学

部平均より工・医学部は高く，地域・農学部は

低かった．工学部は地域学部の約 1.4 倍高かっ

た（表 3・図 2）．4 年制・6 年制かつ進級学生・

過年度学生別の休学率は，全学部学科で進級学

生より過年度生が著しく高く，休学率の範囲は，

進級学生 0.92%（6 年制獣医学科）～2.17%（4

年制医学部）に対し，過年度生では 9.38%（6 年

制医学部）～40.00％（4 年制医学部）であった

（表 4・図 3）． 

表 3 学部別休学率 
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全学部 3,024 2,079 5,103

男子 女子 男女計

人数 人数 人数

（在籍者男子/女子/計） ％ ％ ％

全学部 83 39 122
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図 2 学部別休学率 

表 3 学部 4 年制・6 年制及び進級・過年度別

休学率 

 

 

図 3 学部 4 年制・6 年制及び進級・過年度別

休学率 

【考察】 

 令和 2 年度の本学休学率は令和元年度と比較

し，全体・男子（令和元年度休学率全体 3.19％，

男子 4.16％，以後括弧内は令和元年度休学率）

で減少，女子（1.78％）は微増，学部別では全

学部（地域学部 2.93％・工学部 3.73％・農学部

2.16％・医学部 3.44％）で減少していた 1）．10

年前の平成 22 年度休学率は，全学 3.46％・男

子 4.34％・女子 1.83％，地域学部 3.14％・工学

部 4.19％・農学部 2.95％・医学部 2.87％で，女

子以外は全て減少していた 2）．国立大学保健管

理施設協議会が国立大学を対象に行った調査

（以後全国調査）では，令和元年度休学率は全体

2.9％・男子 3.1％・女子 2.4％で，ここ数年は高

い状態が続いており，本学の傾向は全国と異な

っていた 3）．本学では，女子の休学率のみ横ば

いで推移しており，女子学生に特徴的な休学理

由・経緯が存在する可能性がある． 

全国調査による令和元年度休学率と比較し，

本学休学率は全体・男女とも令和元年度は高く，

令和 2 年度は低かった 1,3）．文部科学省の調査

による学部・大学院生の休学率は，令和元年度

2.45%・令和 2 年度 2.26%であった 4）．調査対

象の違いはあるが，両年度とも本学の全体休学

率の方が高い．しかし，差は令和元年度 0.74%

から令和 2 年度は 0.13％に縮小していた．本学

の休学率は，令和 2 年度他大学の状況と比較し

より改善していた可能性がある． 

全国調査による休学率は，例年，高い順に文

系・理系・6 年制である 3）．本学では同一学部

内では 4 年制学科の休学率は 6 年制学科より高

く全国と同様であったが，理系に該当する工学

部の休学率は文系に該当する地域学部より高く，

平成 22 年・令和元年も同様で，全国と異なる傾

向が認められた．今回，進級学生に比べ過年度

生の休学率は著しく高かった．全国調査でも，

最終学年学生・過年度学生の休学率は，4 年制

文系 4.3％・26.7％，4 年制理系 3.0％・20.5％，

6 年制 1.5％・14.2％で，過年度生の休学率は高

い 3）．本学では，過年度生で講義を受ける必要

がない該当学期は申請により授業料が免除され

ることから休学する場合があり，その影響もあ

るだろう．しかし，休学に至る学生を減らすた

めには，過年度生を減らすことが重要と考えら

れた． 

【まとめ】 

 令和 2 年度の学部休学率について報告した．

本学では，女子以外の休学率は減少傾向にあっ

た．理系学部が文系学部より休学率が高いこと

は本学の特徴と考えられた．過年度生の休学率

は，全学部学科で進級学生より著明に高く，休

学率の減少には，過年度生への対応が重要と考

えられた．また，令和 2 年度は新型コロナウイ

ルス感染症感染拡大が学生生活にも大きく影響

した 1 年であった．全国的に休学・退学学生の

増加が危惧されていたが，文科省の調査結果及
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び今回の調査結果からは，令和元年と比較し令

和 2 年度休学率の増加は認めなかった．しかし，

新型コロナウイルス感染拡大状況は令和 4 年 1

月時点においても未だ先が見えない状況である．

今後は，感染拡大状況を確認しながら調査を進

めていく必要があると考えている． 
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鳥取大学における学部退学学生について（令和 2 年度） 

鳥取大学保健管理センター 三島香津子 

 

【目的】 

保健管理センターでは，本学の退学学生につ

いて継続して調査し報告している．今回，令和

２年度の本学学部退学学生について実態と特徴

を明らかにするために，調査を行ったので報告

する． 

【対象と方法】 

 令和 2 年度鳥取大学に在籍した学部学生で，

同年度退学した学生を調査した．在籍学生数は

令和 2 年度 4 月 30 日時点の数を用いた．参考

に、男女別在籍学生数を表１に示す。 

表 1 令和 2 年度在籍学生数 

 

退学率は，全学部，男女別，学部別に調査し

た．本学では農学部・医学部は，4 年制の生命

環境農学科・保健学科及び生命科学科と 6 年制

の獣医学科・医学科を持つため，農学部・医学

部を 4 年制・6 年制に区分しさらに全学部で進

級学生と過年度学生に分け調査した．本調査は，

個人情報に関する法令や各種ガイドライン等及

び “保健管理センターにおける個人情報保護に

ついて”に則り必要な配慮を行った上で実施し

た． 

【結果】 

全学の退学率は 1.12%で，男子 1.52%・女子

0.53%であった（表 2・図 1）．男子は女子の約

2.9 倍高かった． 

表 2 男女別退学学生 

 

 

図 1 男女別退学率 

学部別では，地域学部 1.49％・工学部 1.31％，

農学部 1.05%・医学部 0.69%で，地域学部は医

学部の約 2.2 倍であった（表 3・図 2）．  

表 3 学部別退学率 

 

 

図 2 学部別退学率 

男子 女子 計

全学部 3,024 2,079 5,103

男子 女子 男女計

人数 人数 人数

（在籍者男子/女子/計） ％ ％ ％

全学部 46 11 57

（3,024/2,079/5,103） 1.52% 0.53% 1.12%

退学学生
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 4 年制・6 年制かつ進級学生・過年度学生別の

退学率は，4 年制医学部過年度生・6 年制医学部

医学科過年度生・6 年制獣医学科（進級・過年

度両学生）では退学者を認めなかった．4 年制

地域・工・農学部では，退学率は進級学生より

過年度生が高かった．退学率の範囲は，0%を除

くと進級学生 0.32%（医学科）～1.12%（農学

部）に対し過年度生では 7.22%（工学部）～

20.59％（地域学部）であった（表 4・図 3）． 

表 4 学部 4 年制・6 年制及び進級・過年度別

退学率 

 

 

図 3 学部 4 年制・6 年制及び進級・過年度別

退学率 

 【考察】 

 令和 2 年度の退学率は，令和元年度（全学

1.68％・男子 2.34％・女子 0.72％，以後括弧内

は令和元年度退学率）と比較しいずれも減少し

ていた 1）．学部別では，農学部（0.81％）で増

加していたが，地域・工・医学部（2.80％・2.36%・

0.76%）では減少し，地域・工学部の減少率は

1%以上であった 1）．10 年前の平成 22 年度の退

学率は，全学 1.59%・男子 2.04%・女子 0.76%，

地域学部 1.05%・工学部 2.31%・農学部 1.47%・

医学部 0.82%で，令和 2 年度は全学・男子・女

子では減少，学部別では地域学部以外減少して

いた 2）．しかし，令和元年度を平成 22 年度と比

較すると，全体・男子・地域・工学部は高く，

女子・医学部も減少率は 0.04％・0.06％と僅か

である 1,2）．国立大学保健管理施設協議会が国立

大学を対象に行った調査（以後全国調査）では，

令和元年度退学率は全体 1.2%・男子 1.5%・女

子 0.7%で平成 20 年から横ばい傾向にあると報

告されている 3）．文部科学省の調査による学部・

大学院生の退学率は，令和元年度 2.50%であっ

たが令和 2 年度は 1.95％に減少していた 4）．令

和 2 年度は新型コロナウイルス感染症感染拡大

が学生生活に大きく影響した．本学の調査結果・

全国調査・文科省の調査から，令和 2 年の退学

率の減少には，新型コロナウイルス感染症が影

響している可能性がある． 

 全国調査では，令和元年度退学率は高い順に

理系 1.5%・文系 1.0%・6 年制 0.4%で過去の調

査と同様の結果であった 3）．新入生・最終学年・

過年度生の退学率は，文系は 0.5%・0.6%・9.8％，

理系は 0.8%・1.1%・13.1%，6 年制は 0.7%・

0.2%・2.6%で，いずれも過年度生の休学率が高

かった 3）．本学の進級学生退学率は，高い順に，

理系に該当する 4 年制農学部・4 年制医学部・

工学部，文系に該当する地域学部で，6 年制学

科は低く，全国と同じ傾向を示した．4 年制医

学部と 6 年制学科では過年度生に退学者を認め

なかったが，4 年制地域・工・農学部では，進

級学生と比べ過年度生の退学率は全国と同様に

高かった．退学理由は経済的困窮・転学が多い

と報告されている 4）．個々の背景・理由は様々

であるが，退学者を減らすためには，過年度生

へのアプローチが重要と考えられた． 

【まとめ】 

 本学の退学率は令和元年度より減少していた．

過去の退学率との比較や全国の退学率の推移な

どから，令和 2 年度の退学率減少の理由の一つ

として，新型コロナウイルスの感染拡大の影響

が推測された．過年度生の退学率は全国と同様

に高い傾向にあり，特に非医療系の 4 年制学科

においては，退学生の減少には過年度生への対

応の検討が必要と考えられた． 
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学生の飲酒及びアルコールに対する体質と 

飲酒時の皮膚紅潮の自覚・気分不良の経験に関する調査 

 

保健管理センター 三島香津子 岩下香代子 

         浜本扇代 平木由布   

 

【目的】 

 保健管理センターでは，学生を対象にアルコ

ールパッチテスト（AlcPT）を実施している．

AlcPT は，アルコールを含有するパッチを皮膚

に添付し，アルコール分解酵素であるアルデヒ

ド脱水素酵素 2（aldehyde dehydrogenase：

ALDH2）の活性を皮膚色の変化により判定す

る検査である．学生の多くは入学後に初めて飲

酒の機会を得る．アルコール健康障害防止のた

めには，学生が自らの体質を知り，体質による

飲酒行為の選択や健康への影響を知る機会を与

える必要がある．今回，学生の実態に沿った飲

酒教育を行うために，学生の飲酒歴と AlcPT に

よる体質の分布と体質による飲酒時の皮膚紅潮

（RF）の自覚・気分不良の経験について調査を

行ったので報告する． 

【対象と方法】 

 対象は，AlcPT 時に任意で依頼している飲酒

に関する調査票（無記名・選択肢による質問紙）

を記入し，体質が確認できた学生．体質調査は

令和元年度（R1）・令和 2 年度（R2）の学生を，

RF の自覚・気分不良の経験は R1 学生を対象と

した．調査票では飲酒歴がある学生のみ RF・気

分不良の項目に回答した．RF の選択肢は “顔

色が”➀すぐ赤くなる，➁1~2 時間程度で赤く

なる，➂赤くならない，➃わからない，とした．

気分不良は➀ない，➁あり，の 2 択とした．性

別が不明な学生は対象から除外した．AlcPT は

“アスク・ヒューマン・ケアアルコール体質判定

かんたんジェルパッチ”を使用し，ALDH2 活

性を皮膚色の変化により，非活性型は赤（PT+），

低活性型は淡赤（PT±），活性型は変化なし（PT

－）と判定した．本調査は，個人情報に関する

法令や各種ガイドライン等及び “保健管理セン

ターにおける個人情報保護について”に則り必

要な配慮を行った上で実施した． 

 調査票に回答した学生は，R1 が 198 名（男

子 75 名・女子 123 名），R2 は 47 名（男子 26

名・女子 21 名）であった（表 1・2，図 1・2）． 

表 1  R1 対象学生 

 

 

図 1  R1 対象学生 

表 2  R2 対象学生 

 

 

図 2  R2 対象学生 

 R2 は R1 に比べ検査を受けた者が少なく，新

R1

20歳≦ 11 14.7% 7 5.7% 18 9.1%

19歳≧ 60 80.0% 115 93.5% 175 88.4%

不明 4 5.3% 1 0.8% 5 2.5%

計 75 100.0% 123 100.0% 198 100.0%

男子 女子 全体

20歳≦ 19歳≧ 不明

R2

20歳≦ 9 34.6% 7 33.3% 16 34.0%

19歳≧ 15 57.7% 13 61.9% 28 59.6%

不明 2 7.7% 1 4.8% 3 6.4%

計 26 100.0% 21 100.0% 47 100.0%

男子 女子 全体

20歳≦ 19歳≧ 不明
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型コロナウイルス感染症感染拡大による制限等

が影響したと考えられる． 

【結果】 

1．飲酒歴 

R1 は，飲酒歴有 59 名（男子 28 名・女子 31

名），なしは 139 名（男子 42 名・女子 92 名）

であった（表 3，図 3）．飲酒歴有は，男女とも

未成年者が成人より多かった． 

表 3 飲酒歴有無（R1） 

 

 

図 3 飲酒歴有無（R1） 

 R2 は，飲酒歴有 16 名（男子 7 名・女子 9 名），

なしは 31 名（男子 19 名・女子 12 名）であっ

た（表 4，図 4）． 飲酒歴有は男女ともほとんど

が成人で男子では未成年者を認めなかった． 

表 4 飲酒歴有無（R2） 

 

 

図 4 飲酒歴有無（R2） 

 2．体質判定  

 R1 では，最も多い体質は男子 PT±52%（39

名）・女子 PT－49.6%（61 名）で，男女の体質

分布に有意差を認めた（χ2検定）（表 5・図 5）． 

表 5 体質判定結果（R1） 

 

 

図 5 体質判定結果（R1） 

R2 では， PT±が男子 57.7%（15 名）・女子

47.6%（10 名）で最も多かった． PT－は女子

は 33.3%（7 名）であったが，男子では 11.5%

（3 名）で最も少なかった（対象が少数のため統

計学的検討は行わなかった）（表 6・図 6）． 

表 6 体質判定結果（R2） 

 

飲酒 年齢

20歳≦ 10 35.7% 6 19.4% 16 27.1%

19歳≧ 15 53.6% 25 80.6% 40 67.8%

不明 3 10.7% 0 0.0% 3 5.1%

合計 28 100.0% 31 100.0% 59 100.0%

20歳≦ 1 2.1% 1 1.1% 2 1.4%

19歳≧ 45 95.7% 90 97.8% 135 97.1%

不明 1 2.1% 1 1.1% 2 1.4%

合計 47 100.0% 92 100.0% 139 100.0%

有

なし

男子 女子 全体

全体

飲酒 年齢

20歳≦ 7 100.0% 7 77.8% 14 87.5%

19歳≧ 0 0.0% 1 11.1% 1 6.3%

不明 0 0.0% 1 11.1% 1 6.3%

合計 7 100.0% 9 100.0% 16 100.0%

20歳≦ 2 10.5% 0 0.0% 2 6.5%

19歳≧ 15 78.9% 12 100.0% 27 87.1%

不明 2 10.5% 0 0.0% 2 6.5%

合計 19 100.0% 12 100.0% 31 100.0%

有

なし

男子 女子 計

全体

PT+ 16 21.3% 22 17.9%

PT± 39 52.0% 40 32.5%

PT－ 20 26.7% 61 49.6%

p値
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図 6 体質判定結果（R2） 

3．体質による RF，気分不良 

 R1 のうち，飲酒歴が有り飲酒時の RF 及び気

分不良に回答した男子 25 名・女子 31 名を調査

した． 

１）RF 

男女とも“わからない（不明）”が最も多かっ

た． 自覚がある者では“（赤く）ならない”が

男子 28％（7 名）・女子 32.3%（10 名）で男女

とも多数を占めていた（表 7・図 7）．  

表 7 飲酒時の RF の自覚 

 

 

図 7 飲酒時の RF の自覚 

 体質別の結果を，男子表 8・図 8，女子表 9・

図 9 に示す．不明を除き RF の自覚がある者に

ついてみると，男女とも，PT＋では“すぐ（赤

くなる）”（男子 1 名中 1 名、女子 4 名中 2 名）， 

PT－では“ならない”（男子 5 名中 5 名、女子

９名中 6 名）が多かった．PT±では，男子は“す

ぐ”（7 名中 3 名），女子は“ならない”（5 名中

3 名）が多かった． 

表 8 体質別 RF の自覚（男子） 

 

 

図 8 体質別 RF の自覚（男子） 

表 9 体質別 RF の自覚（女子） 

 

 

図 9 体質別 RF の自覚（女子） 

２）気分不良 

気分不良の経験“あり”は，男子 48％（12 名）・

女子 19.4%（6 名）で，男子は女子より経験が

ある者が多かった（表 10・図 10）． 
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表 10 飲酒時の気分不良経験の有無 

 

 
図 10 飲酒時の気分不良経験の有無 

体質別では，PT＋・PT±・PT－それぞれの

うちで，“あり”が男子は 66.7%・50%・37.5%

（2 名・7 名・3 名）（表 11・図 11），女子は 16.7%・

14.3%・22.2%（1 名・1 名・4 名）（表 12・図

12）を占め，男女ともどの体質でも“あり”を

認めた． 

表 11 体質別気分不良経験の有無（男子） 

 

 

図 11 体質別気分不良経験の有無（男子） 

表 12 体質別気分不良経験の有無（女子） 

 

 

図 12 体質別気分不良経験の有無（女子） 

【考察】 

 今回 R1 で飲酒経験がある学生は未成年者が

多く，未成年での飲酒経験者は男子 60 名中 15

名（25%），女子 115 名中 25 名（21.7％）であ

った．笠巻らは 2012 年に“未成年で飲酒をす

る学生”は男子 60%・女子 50%以上 1）と報告し

ているが，同年の我々の調査では男子 70%・女

子 84%2）で高い値を示していた．しかし、次に

我々が踏査した 2015・2016 年は男子 33.3％・

女子 32.3%2）で未成年飲酒経験者は減少してい

た．国立大学保健管理施設協議会による全国の

大学生を対象とした大規模調査では，“飲酒をす

る学生”は 4 年制学部では男子・女子で 18 歳

5.78%・4.01％，19 歳 14.39％・10.43％，6 年

制学部では男子・女子で 18 歳 3.71%・4.18％，

19 歳 13.93％・10.62％と報告されている 4）．

我々の調査には「飲酒経験はあるが飲酒はしな

い」学生も含まれているが，本学の未成年飲酒

学生は過去に比べ減少しているものの全国と比

較して高い可能性がある．未成年の飲酒は，脳

の発達への影響や，成人に比べ臓器障害のリス

クが高まる，アルコール依存症のリスクや飲酒

運転による事故のリスクが高まるなど，様々な

問題を引き起こす 5）．未成年で飲酒を経験しな

いよう，また仮に未成年で飲酒を経験してしま

うことがあっても未成年で飲酒をする学生にな

らないよう，なるべく早期に教育啓発活動を行

う必要がある． 

 日本人における ALDH2 タイプは，不活性型・

低活性型・活性型で 8%・40%・52％6），女子学

生では 6.2%・39.6%・54.2％7）と報告されてお

り，我々が調べた範囲では日本人男女差の報告
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は認められなかった．アルコールはアルコール

脱水素酵素（alchol dehydrogenase:ADH1B）に

よりアセトアルデヒドに代謝され，次に

ALDH2 によって酢酸に代謝される．林田らは，

AlcPT では，最初の分解酵素である ADH1B の

タイプにより ALDH2 不活性型でも陰性（偽陰

性）が認められる場合があることや，活性と低

活性・不活性の 2 分はできるが低活性・不活性

の区別は困難 7）と報告している．今回の我々の

結果は，従来の報告と比べ不活性型（PT+）は

高率・活性型（PT－）は低率で，分布に男女差

を認めた．我々が使用している AlcPT では，活

性・低活性・不活性型を皮膚色で判定できるこ

とが明記してあるが，体質分布や男女差につい

ては，今後対象を増やして検討する必要がある

と考えている． 

 RF を自覚する学生は，PT＋で高く PT－で

は低かった．対象は少数であるが，体質分布と

自覚は概ね一致していた．気分不良の経験は，

いずれの体質でも認められ男子で多かった．

ALDH2 不活性型は飲めない体質のため飲酒す

れば気分不良に陥る．ALDH2 活性型は多量飲

酒等によって気分不良となる可能性がある．体

質に関わらず，気分不良に至る飲酒行為は急性

アルコール中毒等生命に関わるリスクを有する．

学生では，急速に多くの量を飲酒するビンジ飲

酒に注意が必要である．飲酒を経験する前に，

アルコールに対する体質は個人差があること，

急性・慢性な健康への影響，習慣飲酒が及ぼす

影響，機会飲酒であっても飲酒量がもたらす影

響等について，知る機会を与えることが重要と

考えられた． 

 国立大学保健管理施設協議会が編集・発行し

た「若者における健康管理」では，アルコール

健康障害防止には大学等における若者への教

育・啓発が重要な旨が記載されている 8）．未成

年者の飲酒による被害は，死亡・外傷・自殺と

自傷・脳の発達・飲酒運転・アルコール乱用又

は依存症・危険な性行為等が挙げられ 5），吉本

は，大学生を含む若年者の飲酒の特徴として“非

飲酒者が少量飲酒者（週 100g 以下）より全死

亡 20%低い”“急性アルコール中毒だけでなく，

自殺，アルコール関連外傷（交通事故や喧嘩，

溺死，転落）など急性障害で死亡，救急外来受

診するアルコール関連外傷が他年代より多い”

“若年者のアルコール関連外傷は非アルコール

外傷より死亡率が高い”とまとめている 9）．ま

た，尾崎は，飲酒に関する多くの研究を調査し 

“健康状態を悪化させないアルコール消費量は

全体として純アルコール量で週約 100g”“健康

影響という観点からは飲酒量は少ないにこした

ことはなく，飲まない人へ少量飲酒を勧めるこ

とは，あってはならないといえる”と述べてい

る 10）．学生に対しては，これらの根拠のあるデ

ータも示し啓発・指導・教育を行う必要がある

だろう． 

 鳥取県は，国の「アルコール健康障害対策基

本法」が 2012 年 6 月に施行される以前，2010

年に医療・保険・福祉・職域・教育・司法・救

急等様々な職種・機関が集まる「アルコール関

連問題関係者ネットワーク研究会」を設置し，

現在は「アディクション関係者ネット―ワーク

研究会」として当事者も参加し年 4 回開催され

ている．保健管理センターでは、センタースタ

ッフが可能な限り研究会に参加している．また，

自治体から毎年学生数の飲酒に関するリーフレ

ットの提供を受けている．地域との情報共有・

意見交換，連携は，今後も学生の飲酒教育にと

って重要と考えている． 

大学では学校保健法に則り学生健康診断を毎

年実施している．「大学における健康診断・健康

関連情報の標準化についてのガイドライン」で

は，Q に“大学生に対してアルコール摂取に関

わる問診と教育・啓発を行うことで，飲酒量，

全死亡，脂肪肝・アルコール性肝炎・肝硬変・

肝がん・高血圧・精神疾患の発生を減らすこと

ができるか？”を挙げ，“大学生の健康診断時に

飲酒行動に対する問診（スクリーニング）を用

いること” “スクリーニングにて「過量飲酒」

に該当した学生に対して短時間の介入を行うこ

と”を推奨すると提示している 11）．当センター

でも，健康診断問診票に飲酒に関する項目を設

け，多量・習慣性飲酒が懸念される学生は後日

個別に，アルコール使用障害スクリーニング

AUDIT を用いて面談する機会を設けている．

今後も健康診断の機会を有効に活用し，健康診
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断問診票を飲酒に係る問題の早期発見・予防へ

のアプローチとして用いたい．大学におけるア

ルコール問題への介入・教育活動についての効

果の報告は様々で国内または海外など大学の置

かれた状況によっても異なることが報告されて

いるが 11），各大学の取り組みも参考にしながら，

本学の実態に沿った活動を今後検討していきた

いと考えている． 

【まとめ】 

 未成年で飲酒の経験がある学生，飲酒時の気

分不良の経験がある学生を認めた．年齢・体質

に関わらず好ましくない飲酒を既に経験した学

生がおり，入学後なるべく早い時期に体質やア

ルコールの影響について知る機会設けることが

重要と考えられた．保健管理センターとして，

学生に対し根拠のあるデータをわかりやすく示

し，地域・関係機関との協力連携を継続し，健

康診断問診票を活用しながら，学生の飲酒に関

する教育・啓発に取り組んでいきたい． 
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COVID-19 の理解度テストの結果 

 

 鳥取大学保健管理センター  岩下香代子、三島香津子、浜本扇代、 

         平木由布、松原典子、栗田絵理 

 

  

【目的】 

鳥取大学では 2020 年 12 月の時点で

COVID-19 のクラスターの発生は認めてい

なかったが、感染者の散見が続いていた。 

注意喚起を促し、COVID-19 への理解を再

確認してもらうことを目的に 2020 年 12 月 

理解度テストを施行することができた。 

学生の新型コロナウイルスに関する基本的

な知識・理解度を把握し、今後の当保健管理

センターでの感染予防に活用するために 

その結果を分析したので報告する。 

 

【方法】 

理解度を競うことではなく、問題・その後

の解説を読むことでCOVID-19に対しての

理解を確認してもらうことを目的とした。

短時間で回答できるよう問題は 10 問の

○×式とした。当大学の e ラーニングシス

テム上に「新型コロナウイルス理解度チェ

ック」コースを掲載し、学生にメールを送

信、理解度チェックへの協力を依頼すると

いう形で施行した。実施期間は 1 週間とし

た。 

COVID-19 の国内発生時より、学生・職

員から当保健管理センターへ質問が寄せら

れていた。その中から質問を抜粋し、回答を

まとめた「新型コロナウイルス感染症に関

するＱ＆Ａ」を 2020 年 11 月より HP に掲

載しており、テスト回答前にはそのＱ＆Ａ

の参照をすすめた。  

問題内容は COVID-19 の感染時の症状、

感染様式、マスク着用や手指消毒等の予防

策、PCR 検査結果への理解に関しての基本

的な問題とし、厚生労働省 HP:新型コロナ

ウイルスに関する Q&A1)2)を参考とし、下

記の設問を作成した。 

問題 1：発熱や風邪症状がなく無症状で

も、新型コロナウイルスに感染している

可能性がある。 

 問題 2：熱や咳などの症状が出る前に、

人に感染させることはない。 

 問題 3：他人との接触にさえ気を配れば、

感染する危険はない。 

 問題 4：マスクで鼻を覆うと息苦しいの

で、口を覆っていれば、鼻を外しても構わ

ない。 

 問題 5：フェイスシールド、マウスシー

ルドはマスクの代わりにならない。 

 問題 6：感染予防の手洗いの際、流水に

よる 15 秒の手洗いでウイルスの量を１

/100に減らすことができる。 

 問題 7：濃厚接触者と判断されても、

PCR 検査が陰性なら、自宅待機は不要で

ある。 

 問題 8：PCR 検査で陰性であれば、「感

染していない」ことの証明になる。 

 問題 9：感染を防ぐには密閉空間、密集

場所、密接場面のいわゆる三密が全て重

なって生じないようにするだけでよい。 

 問題 10：正しい情報は、インターネット

で拡散している情報より地域や厚生労働

省の HP から得るようにする。 
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図 1 問題正解数とその正解者数 

 

 

【結果】 

学生数6,144人中1834人（工学部 552人、

地域学部 241人、医学部 604人、農学部 

437 人）の協力が得られ、回答率は 29.9％

だった。 

問題正解数とその正解者の人数を図 1 に示

した。 

全問正解率は 36.6％、8 問以上の正解率は

92.2％と高い正解率だった。 

このことから基本的な知識は学生に十分浸

透していると思われるが、7.8％の学生は 7

問以下の正解数にとどまり、これは回答者

1834人中 143人となる。 

 

 

図 2 正答率 7-9問の正解者を対象とした誤答問題とその誤答率(%) 
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またどの問題が間違えやすかったのかを

調べるために 地域学部と医学部の学生を

対象とし、10問中 7から 9問の正解者を抽

出、問題ごとに誤答率を算出した。（図 2） 

誤答率が最も高かったのは フェイスシー

ルド、マウスシールドの効果に関する問題 5

で手指消毒に関する問題 6、PCR 検査の

偽陰性に関しての問題 8が続いた。 

 

【考察】 

誤答の原因を考察した。 

問題６に関しては、手指消毒やアルコール

消毒の効果について確認させたいというの

が、出題の意図だったが、１問に織り込むの

が困難なため回答後に解説を読んでもらう

ことを前提にして作成した。細かい数字の

表記が引っかけ問題となったと思われる。 

テストを実施したころは、感染防御に関

しての社会への啓蒙は十分に浸透している

と思われる時期だった。にもかかわらず 

マウスシールド・フェイスシールドの効果、

PCR 検査結果の解釈に関する問題で誤答

を認めたこと、また 7 問以下の正解数にと

どまった学生を少数だが認めたことは、当

保健管理センター側が期待していた理解度

と解離がある結果となった。 

医療従事者の視点から見るとメディアの

情報・画像は矛盾や誤解を招く点が見受け

られる。学生が、数多くのメディアの情報に

混乱する可能性、正しい情報を選択するこ

とが必ずしも容易ではないことをこの結果

は示唆していると考えられた。 

本疾患に関心のない学生はいないと思う

が、理解に関して違いがある可能性、また本

人はしっかり理解しているつもりでも客観

的に評価すると差がある可能性は否定でき

ないと考えられる。 

基本的な感染予防を問う今回のテストで

高い正解率を認めたが、当保健管理センタ

ー側が期待した理解度と解離を認める部分

があることも分かった。 

 

【まとめ】 

今後、治療法の開発やワクチン接種がす

すんでも with コロナ、after コロナ時代の

新しい社会対応や生活様式が求められる。

基本的な感染予防策の継続の必要性を認識

させ、正しい情報をわかりやすく学生に向

けて発信することが、当保健管理センター

の職務として重要である。 

さらに今後COVID-19のような新興感染

症が発生時、大学側が学生の理解度を早期

に把握することが必要であり、そのための

手段としてこのようなテストは有用と思わ

れたが、今後の課題としては施行するタイ

ミングやより多くの学生に参加してもらう

ための工夫・改善を重ねる必要があると考

えた。 

 

【参考文献】 

1) 厚生労働省 HP: (2020 年 10 月時点)

新型コロナウイルスに関する Q&A 

(一般の方向け) 

2) 厚生労働省 HP: (2020 年 10 月時点)

新型コロナウイルス感染症の“いま”に

ついての 10 の知識 
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１．保健管理センターの業務内容について

(1) 健康診断の実施

①新入生健康診断（Ｘ線撮影，尿検査，身体計測，血圧測定, 問診）

②定期健康診断（Ｘ線撮影，尿検査，身体計測, 血圧測定，内科診察）

③特別健康診断（有機溶剤取扱者，外国人留学生，放射線業務従事者，医学部結核検査等）

(2) 健康診断後の事後措置

① 再検査

② 生活指導

③ 診察および必要に応じて医療機関への紹介

(3) 学生および職員健康相談業務の実施

① 身体的健康相談

② 精神的健康相談（カウンセリング）

③ 健康の保持増進のための健康相談

(4) 応急処置

(5) 健康に関する講演会等の企画及び実施

（6）健康診断証明書の発行

(7) 感染症予防教育や流行時の対応などの感染症対策

(8) 保健管理に関する調査研究

(9) 環境衛生の維持、改善に関すること

(10) 健康管理記録の管理

(11) その他保健に関する専門的業務

鳥取大学保健管理センター規則第２条

一. 健康診断に関すること。

二. 健康相談及び救急処置に関すること。

三. 健康診断の結果に基づく健康の保持増進についての必要な指導に関すること。

四. 環境衛生の維持、改善及び感染症の予防についての指導援助に関すること。

五. 保健管理の充実向上のための調査研究に関すること。

六. その他健康の保持増進について、必要な専門的業務に関すること。
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２．保健管理センター関係職員

職 名 氏 名 備 考

所 長（教授） 三 島 香津子 健康相談（内科，脳神経内科）

准 教 授 岩 下 香代子 健康相談（耳鼻咽喉科､ｱﾚﾙｷﾞｰ科、外科）

保 健 師 浜 本 扇 代 健康相談一般､応急処置

看 護 師 平 木 由 布 〃

看 護 師（米子地区） 松 原 典 子 〃

〃 （ 〃 ） 栗 田 絵 理 〃 （1月から育休）

〃 （ 〃 ） 妹 尾 菫 〃 （1月から）

事 務 職 員 石 本 睦 昭 事務 （主事・学生生活課長）

〃 植 田 美穂子 〃 （副課長）

〃 田 中 浩 〃 （保健管理センター事務係長）

〃 井 上 陽 子 〃 （学生生活課事務補佐員）2月まで

〃 小 川 弘 二 〃 （学生生活課事務補佐員）3月から

学 校 医 久 保 な な 健康相談（精神健康相談）

〃 堀 内 正 人 〃 （内科，その他）

〃 西 川 健 一 健康相談（内科，その他）

〃 中 村 準 一 〃 〃

臨床心理士(鳥取地区) 浦 木 恵 子 カウンセリング

〃 木 原 良 子 〃

学 校 医（米子地区） 吉 岡 伸 一 健康相談（精神健康相談）

〃 （ 〃 ） 西 口 毅 〃 （ 〃 ）

〃 （ 〃 ） 松 尾 諒 一 〃 （ 〃 ）

臨床心理士 ( 〃 ) 宮 田 知 子 カウンセリング
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３．健康相談日程表   

＜鳥取地区の健康相談＞  

 担  当 受付時間 備  考 

医師による 

健康相談 

三島 香津子 

(保健管理センター所長，教授、

内科・脳神経内科) 10:00～12:00 

14:00～16:00 
一般診察 

岩下 香代子 

(准教授、耳鼻咽喉科・アレル

ギー科・外科） 

応急処置 

健康相談 
保健師，看護師 8:30～17:00 

けが，急病等の応急処置 

健康相談一般 

学校医による 

健康相談 

堀内 正人(内科) 
毎週金曜日 

13:15～14:00 

一般診察 

原則として予約制 

＊夏季休暇など学校休業期間中は休診 

久保 なな（精神科） 
毎週木曜日 

14:00～16:00 

一般診察 

原則として予約制 

心の相談 

浦木 恵子 

(カウンセラー・ 臨床心理士） 

 

毎週月曜日 

11:00～12:00 

13:00～16:00 

毎週火・金曜日 

9:00～11:00 

13:00～16:00 

原則として予約制 

 

木原 良子 

(カウンセラー・ 臨床心理士） 

毎週木曜日 

13：00～15：00 
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＜米子地区の健康相談＞ 

 担  当 受付時間 備  考 

健康相談 看護師 9:00～17:00 健康相談一般 

応急処置  看護師 9:00～17:00 けが，急病等の応急処置 

学校医による 

健康相談 

西川 健一 
毎週月・火・水曜日 

12:00～13:00 
一般診察 

中村 準一 
毎週木・金曜日 

12:00～13:00 

医師による 

健康相談 

三島 香津子 

(保健管理センター所長，教

授、内科・脳神経内科) 

第 1 金曜日 

10:30～11:30 

13:00～14:00 
原則として予約制 

岩下 香代子 

(准教授、耳鼻咽喉科・アレル

ギー科・外科） 

第 2・4月曜日 

10:30～11:30 

13:00～14:00 

学校医による

心の相談 

松尾 諒一 

(精神科・心療内科) 

毎月第 1金曜日 

12:00～13:00 

原則として予約制 

＊夏季休暇など学校休業期間中は休診 

西口  毅 

(精神科・心療内科) 

毎月第 2木曜日 

12:00～13:00 

吉岡 伸一 

(精神科・心療内科) 

毎月第 3木曜日 

12:00～13:00 

心の相談 
宮田 知子 

(カウンセラー・臨床心理士) 

毎週火・木曜日 

11:00～17:00 
原則として予約制 
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４．保健管理センター運営委員

〔令和元年度〕

保健管理ｾﾝﾀｰ 三 島 香津子、岩 下 香代子

地 域 学 部 関 耕 二 農 学 部 藤 本 高 明

医 学 部 吉 岡 伸 一 総務企画部 佐 藤 敏 明

工学研究科 伊 福 伸 介 学 生 部 西 尾 瀧 雄

５．鳥取大学保健管理センター規則

(趣 旨)

第１条 この規則は，鳥取大学学則(平成16年鳥取大学規則第55号)第14条第2項の規定に基づき，鳥取大

学保健管理センター(以下「保健管理センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める

ものとする。

(目 的)

第１条の２ 保健管理センターは，鳥取大学(以下「本学」という。)における学生及び職員の保健管理

に関する専門的業務を行い，健康の保持増進を図ることを目的とする。

(業 務)

第２条 保健管理センターは，次に掲げる業務を行う。

一 健康診断に関すること。

二 健康相談及び救急処置に関すること。

三 健康診断の結果に基づく健康の保持増進についての必要な指導に関すること。

四 環境衛生の維持，改善及び感染症の予防についての指導援助に関すること。

五 保健管理の充実向上のための調査研究に関すること。

六 その他健康の保持増進について，必要な専門的業務に関すること。

(組 織)

第３条 保健管理センターに次の職員を置く。

一 所長

二 教員

三 学校医又はカウンセラー

四 主事

五 技術職員

(所 長)

第４条 所長は，保健管理センターの責任者としてその業務を掌理する。

２ 所長の選考は，鳥取大学保健管理センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の推薦に基づ

き，学長が行う。

(教 員)

第５条 教員は，保健管理センターの専門的業務を行う。

２ 教員の選考は，鳥取大学教員選考基準(昭和31年鳥取大学規則第7号)及び鳥取大学教員選考に関する

基本方針(平成14年4月4日評議会承認)によるほか，運営委員会の推薦に基づき、鳥取大学学生生活支

援委員会の議を経て、学長が行う。
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(学校医等)

第６条 学校医は，学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第22条に基づく職務に従事する。

２ 主事は，学生部学生生活課長をもって充て，所長の命を受けて事務を処理する。

３ 技術職員は，保健管理センターの技術に関する業務に従事する。

(運営委員会)

第７条 保健管理センターに運営委員会を置く。

第８条 運営委員会は，次に掲げる事項を審議する。

一 中期目標・計画に関すること。

二 組織の設置又は廃止に関すること。

三 管理運営及び業務に関すること。

四 評価に関すること。

五 所長候補者の推薦に関すること。

六 専任教員の推薦に関すること。

七 その他所長が必要と認める事項

第９条 運営委員会は，次に掲げる者をもって組織する。

一 保健管理センターの所長及び教員

二 地域学部，医学部，農学部(連合農学研究科及び乾燥地研究センターを含む。）及び工学研究科

から選出された教員各1人

三 総務企画部長及び学生部長

２ 前項第2号の委員の任期は，2年とし，再任を妨げない。ただし，欠員を生じた場合の後任の委員の

任期は，前任者の残任期間とする。

第１０条 運営委員会に委員長を置き，所長をもって充てる。

２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。

３ 委員長に事故があるときは，委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

第１１条 運営委員会は，委員の過半数の出席をもって開くものとする。

２ 運営委員会の議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決するとこ

ろによる。

３ 前2項の規定にかかわらず，保健管理センターの人事に関する事項を審議する場合には，委員の3分

の2以上の出席をもって開催し，出席した委員の3分の2以上の同意をもって決する。

第12条 委員長が必要と認めたときは，委員以外の者を出席させ，その意見を聴くことができる。

(事 務)

第１３条 運営委員会の事務は，学生部学生生活課において処理する。

(雑 則)

第１４条 この規則に定めるもののほか，保健管理センターに関し必要な事項は，運営委員会の議を経

て，所長が定める。

(分 室)

第１５条 保健管理センターに，必要があるときは分室を置くことができる。

２ 分室の設置，組織等について必要な事項は，運営委員会の議を経て学長が定める。

附 則

１ この規則は，昭和56年10月14日から施行する。

２ この規則施行の際，鳥取大学保健管理センター規則(昭和45年鳥取大学規則第2号)第5条第2号の規定

による委員である者は，当該委員としての任期に相当する期間が満了する日までの間，引続きこの規
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則第6条第1項第2号に規定する委員となるものとする。

３ この規則第6条第1項第2号の規定により新たに委員となる者の任期は，同条第2項の規定にかかわら

ず，昭和57年3月31日までとする。

附 則(平成4年3月6日鳥取大学規則第6号)

この規則は，平成4年3月6日から施行する。

附 則(平成7年3月8日鳥取大学規則第21号)

この規則は，平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成9年2月12日鳥取大学規則第4号)

この規則は，平成9年2月12日から施行し，平成8年4月1日から適用する。

附 則(平成10年4月9日鳥取大学規則第17号)

この規則は，平成10年4月9日から施行する。

附 則(平成11年9月8日鳥取大学規則第54号)

この規則は，平成11年10月1日から施行する。

附 則(平成12年3月8日鳥取大学規則第14号)

この規則は，平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成13年9月12日鳥取大学規則第65号)

この規則は，平成13年9月12日から施行する。

附 則(平成14年3月13日鳥取大学規則第29号)

この規則は，平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成16年4月9日鳥取大学規則第84号)

１ この規則は，平成16年4月9日から施行し，改正後の鳥取大学保健管理センター規則の規定は，平成

16年4月1日から適用する。

２ 鳥取大学保健管理センター所長候補者選考規則(昭和59年鳥取大学規則第2号)及び鳥取大学保健管理

センター教員選考規則(昭和59年鳥取大学規則第3号)は，廃止する。

附 則(平成18年12月14日鳥取大学規則第146号)

この規則は, 平成18年12月14日から施行する。

附 則(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)

この規則は，平成20年5月21日から施行し，改正後の鳥取大学保健管理センター規則の規定は，

平成20年4月1日から適用する。

附 則(平成21年6月22日鳥取大学規則第66号)

この規則は，平成21年6月22日から施行し，改正後の鳥取大学保健管理センター規則の規定は，

平成21年4月1日から適用する。

附 則(平成23年6月10日鳥取大学規則第57号)

この規則は，平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成26年11月18日鳥取大学規則第79号)

この規則は，平成26年11月18日から施行する。

附 則(平成27年3月24日鳥取大学規則第28号)

この規則は，平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規則は，平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成30年7月31日鳥取大学規則第76号)

この規則は，平成30年8月1日から施行する。
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鳥取大学保健管理センター米子分室細則

第１条 鳥取大学保健管理センター規則(昭和56年鳥取大学規則第21号)第15条の規定に基づき，鳥取大

学保健管理センター米子分室(以下「分室」という。)を置く。

第２条 分室は，医学部における健康相談及びこれに関する業務を行う。

第３条 分室に学校医及びその他必要な職員を置く。

第４条 分室の事務は，医学部事務部において処理する。

附 則

この細則は，昭和50年6月1日から施行する。

附 則(昭和56年10月14日鳥取大学規則第22号)

この細則は，昭和56年10月14日から施行する。

附 則(平成12年3月8日鳥取大学規則第15号)

この細則は，平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成14年3月29日鳥取大学規則第35号)

この細則は，平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成16年4月9日鳥取大学規則第143号)

この細則は，平成16年4月9日から施行し，平成16年4月1日から適用する。
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６．保健管理センターにおける個人情報保護について 

 

平成18年2月1日（平成30年3月29日改訂） 

鳥取大学保健管理センター運営委員会 

 

保健管理センターでは、 疾病を予防し健康の保持増進を行うために、 利用者の方々の個人

情報を下記の目的に利用し、 その取り扱いについては、「独立行政法人等の保有する個人情

報の保護に関する法律」等の法令や「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱

いのためのガイドライン」（厚生労働省）に基づき、細心の注意を払っております。 

保健管理センターにおける個人情報の取り扱いについて、お気づきの点がございましたら、ご

遠慮なくご指摘下さい。                                 

 

 

Ⅰ.個人情報に関する利用目的 

1. 健康診断結果、 診療、 健康相談により得られた情報 

1) 保健管理センターにおける診療、 健康相談等のサービスの提供 

2) 健康診断証明書および健康に関する各種証明書の発行   

3) 医療機関への紹介、 医療機関からの紹介への回答、 ご家族への連絡・病状説明 

4) 専門家の意見、 助言を求める場合                                                         

5) 心身の健康維持のため、 人的・物的連携が必要な場合 

6) 他者の権利を侵害する行為や他者に危害を加える可能性が高いと判断される場合 

7) 緊急性を要する場合                                                    

8) 疾病発症予防、 健康管理 

9) 作業管理、労働環境改善 

 (上記事項3)、4)、5)、6)、7) については、 本人の同意または健康を守る上で医療上必 

要と認めた場合に限る）              

 

2. 法令上必要な届け出                                                                                   

学校保健法、 結核予防法、 感染症予防法、 労働安全衛生法、 放射線障害予防 

法等に基づく届け出の必要なもの 

 

3. 安全衛生活動により得られた情報 

健康障害の予防、作業管理、労働環境改善 

 

4. その他                                                                                                                                                   

1) 保健管理センター業務の維持、 改善のための基礎資料 

2) 個人を特定しない集計等による公衆衛生学的研究 

3） 診療、 健康相談、 カウンセリング等の質向上を目的とした事例検討・研究 

(本人のプライバシーに充分配慮し、 個人を特定できない形をとります) 
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  4) 外部監査機関への届け出 

 

Ⅱ.個人情報の利用及び第三者への提供 

保健管理センターは、あらかじめ本人の同意を得た場合を除き、利用目的の達成に

必要な範囲を超えて、個人情報の利用、又は第三者への提供を行わない。但し、以下

の１～４を例外とする。 

１．法令に基づく場合 

２．人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、本人の同意を 

得る事が困難であるとき 

３．公衆衛生の向上のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ること 

が困難であるとき 

４．国の機関、独立行政法人又は地方公共団体又はその委託を受けたものが行なう 

 事業に対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該

事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき 

 

Ⅲ.個人情報に関する秘密の保持 

保健管理センターの全ての職員は、個人情報に関して適正に秘密を保持する。 

 

Ⅳ.個人情報の管理 

保健管理センター所長は、個人情報の漏洩・減失・毀損の防止等、個人情報の安全

管理のために、人的・組織的・技術的な安全管理措置を厳重に講ずる。 

 

付記                                                                               

1. 上記の個人情報利用について、 同意しがたい事項がある場合は、 その旨をお申し出く  

ださい。 お申し出がないものについては、 同意して頂けたものとして取り扱わせて頂きます。                                        

  2. これらのお申し出は、 後からいつでも撤回、 変更等をすることができます。 

  3. 上記事項以外の目的で利用する場合には、 別途、 個別の了解を取得します。 
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７．保健管理センター機構図

総務企画部

財 務 部

教育支援課

施設環境部 保健管理

事 務 局 学生生活課 センター

学 生 部 事務係

入 試 課

研究推進部

学術情報部

（職員）

①保健管理センター所長（教授）

②保健管理センター准教授

③保健師・看護師

学 長 保健管理センター ④学校医・カウンセラー（非常勤）

⑤保健管理センター主事

（学生生活課長）

⑥事務職員

保
健 委員会構成メンバー）

地 域 学 部 管
理 ①保健管理センター所長及び
セ 教員

医 学 部 ン
各 部 局 タ ②地域学部，医学部，工学部－

及び農学部（連合農学研究科
工 学 研 究 科 運 及び乾燥地研究センターを含

営 む。）から選出された教員各
委 １名

農 学 部 員
会 ③総務企画部長及び学生部長
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８．沿革

昭和44年４月１日 国立学校設置法施行規則の一部改正により、鳥取大学保健管理センター設置

〃 事務取扱いに三島良兼（学生部長）発令

昭和45年３月31日 保健管理センターの竣工 ＲＣ１ 設置面積 266㎡

昭和46年４月１日 初代所長（併）に多田 学助教授（教育学部）就任 ～昭和48年 2月28日

〃 看護婦 長畑鈴子 着任 ～昭和50年 3月31日

〃 看護婦 影山雅子 着任 ～昭和53年 3月31日

昭和46年７月１日 講 師 落合 潮 着任 ～昭和50年 3月31日

昭和48年３月１日 所 長（併）に高木 篤教授（医学部）就任 ～昭和50年 2月28日

昭和48年３月20日 助教授 吉岡千尋 着任

昭和50年３月１日 所 長（併）に清水久太郎教授（医学部）就任 ～昭和54年 2月28日

昭和50年４月１日 保健婦 久住喜代子 着任

昭和50年６月１日 鳥取大学保健管理センター規則に基づき，保健管理センター米子分室設置

昭和50年７月１日 講 師 田中宏尚 着任

昭和54年３月１日 所 長（併）に原田道義教授（医学部）就任 ～昭和56年 2月28日

昭和56年３月１日 所 長（併）に齋藤義一教授（医学部）就任 ～昭和58年 2月28日

昭和56年12月１日 助教授 吉岡千尋 教授に昇任

昭和58年３月１日 所 長（併）に渡邊嶺男教授（医学部）就任 ～昭和59年 3月12日

昭和59年３月12日 所長事務取扱いに高木 篤（学長）発令

昭和59年６月１日 所 長（併）に前山 巌教授（医学部）就任 ～昭和61年 5月31日

昭和60年７月１日 講 師 田中宏尚 助教授に昇任 ～平成 8年 3月31日

昭和61年６月１日 所 長（併）に吉岡千尋教授（保健管理ｾﾝﾀｰ）就任 ～昭和63年 5月15日

昭和63年４月１日 看護婦 澤田由美子 着任 ～平成 3年 3月31日

昭和63年５月16日 教 授 石飛和幸 着任 ～平成17年 3月31日

〃 所 長（併）に石飛和幸教授（保健管理ｾﾝﾀｰ）就任 ～平成17年 3月31日

平成３年４月１日 看護婦 飯田啓子 着任 ～平成25年 3月31日

平成７年３月31日 歯科診療廃止

平成８年４月１日 助教授 中村準一 着任

平成11年12月21日 Ｘ線装置廃止

平成13年 3月13日 保健管理センターの増・改修 増築面積 77㎡

平成17年 4月 1日 助教授 中村準一 教授に昇任 ～令和 2年 3月31日

〃 所 長（併）に中村準一教授（保健管理ｾﾝﾀｰ）就任 ～平成31年 3月31日

〃 助教授 井岸 正 着任 ～平成19年 9月29日

平成17年 6月30日 看護師 松原典子 着任

平成20年 4月 1日 保健師 浜本扇代 着任

平成22年 4月 1日 准教授 三島香津子 着任

平成22年 4月 1日 特任教員 西川健一 就任 ～平成 2年 3月31日

平成25年 4月 1日 看護師 谷口昌代 着任 ～平成26年 1月31日

平成25年 8月 1日 看護師 坂本伊佐子 着任 ～平成30年 3月31日
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平成26年 2月 1日 看護師 倉光ひとみ 着任 ～平成30年 3月31日

平成28年 8月 1日 看護師 前田喜子 着任 ～平成29年 8月31日

平成29年 9月 1日 看護師 平木由布 着任

平成30年 4月 1日 看護師 長谷貴子 着任 ～令和 2年 3月31日

平成31年 4月 1日 所 長（併）に三島香津子准教授（保健管理ｾﾝﾀｰ）就任

令和 2年 4月 1日 准教授 三島香津子 教授に昇任

令和 2年 4月 1日 准教授 岩下香代子 着任

令和 2年 4月 1日 看護師 栗田絵理 着任

令和 3年 1月 1日 看護師 妹尾 菫 着任
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